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序

　

本
町
で
は
、
こ
れ
ま
で
神
武
天
皇
東
遷
二
六
〇
〇
年
大
祭
及
び
町
制
施
行
を
記
念
し
て
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
に
作
成
さ
れ
た
『
高
原
郷
土
史
』
、

町
制
施
行
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
に
作
成
さ
れ
た
『
高
原
町
史
』
を
、
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
し
て
参
り
ま
し
た
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
調
査
に
要
し
た
史
料
を
「
町
史
史
料
編
」
等
の
体
裁
で
刊
行
す
べ
き
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
現
在
に
至
る
ま
で
刊
行
さ
れ

な
い
ま
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
事
情
を
受
け
、
令
和
五
年
度
よ
り
「
史
料
集
」
の
刊
行
を
は
じ
め
、
同
年
十
二
月
に
第
一
集
と
し
て
、
近
世
高
原
郷
の
記
録
を
中
心
に
永

濱
家
文
書
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
続
く
第
二
集
と
し
て
、
町
内
狭
野
地
区
に
あ
る
「
狭
野
神
社
文
書
」
の
う
ち
、
由
緒
等
に
関
す
る
文
書
を
中
心
に
取
り

上
げ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
今
回
の
第
三
集
で
は
、
令
和
二
年
、
当
町
教
育
委
員
会
に
寄
贈
さ
れ
た
押
領
司
家
文
書
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
押
領
司
家
は
江
戸
時
代
か
ら
続

く
家
の
一
つ
で
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
代
々
霧
島
東
御
在
所
両
所
権
現
社
（
現
在
の
霧
島
東
神
社
）
の
社
司
を
務
め
て
き
た
家
柄
で
す
。
文
書
は
長
持
二

竿
分
と
い
う
膨
大
な
量
で
、
内
容
も
神
社
に
関
す
る
内
容
を
は
じ
め
呪
術
や
神
楽
、
趣
味
や
日
記
等
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
そ
の
文
書
群
の
う
ち
、
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
祓
川
神
楽
に
関
す
る
文
書
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
附
編
と
し
て
、
押
領

司
家
の
由
緒
書
と
、
鎮
守
神
社
に
関
す
る
文
書
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　

改
め
て
、
文
書
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
押
領
司
シ
ゲ
子
様
を
は
じ
め
、
協
力
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
史
料
集
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
刊
行
し
て
い
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
史
料
集
が
高
原
町
の
歴
史
を
知
る
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　
　
　
　

令
和
七
年
一
〇
月　
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凡　
　
　
　

例

一　

本
書
は
、
『
高
原
町
史
料
集　

三
〈
押
領
司
家
文
書
（
一
）
〉
』
で
あ
る
。

二　

収
録
し
た
史
料
は
、
当
町
教
育
委
員
会
所
蔵
の
押
領
司
家
文
書
の
う
ち
、
祓
川
神
楽
に
関
す
る
文
書
五
点
、
附
編
二
点
を
掲
載
し
て
い
る
。

三　

本
書
収
録
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度
に
寄
贈
を
受
け
て
以
降
、
職
員
が
写
真
撮
影
し
た
も
の
を
利
用
し
、
令
和
六
～
七
年
度
に
翻
刻
作
業

　
　

を
実
施
し
た
。

　
　
　
　

教　

育　

長　
　
　
　
　
　
　

西
田　

次
良

　
　
　
　

教
育
総
務
課
長　
　
　
　
　
　

末
永　

恵
治
（
令
和
二
～
三
年
度
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
別
府　

和
也
（
令
和
四
～
五
年
度
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中　

博
幸
（
令
和
六
年
度
～　

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

課
長
補
佐
兼
社
会
教
育
係
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
田　

雅
宏
（
～
令
和
四
年
度
、
寄
贈
受
入
担
当
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
財
係
長　

※

令
和
三
年
度
よ
り
係
新
規
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
下　

浩
樹
（
令
和
三
～
四
年
度
、
撮
影
担
当
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
學　

康
宏
（
令
和
五
年
度
～
、
撮
影
・
翻
刻
・
本
書
執
筆
担
当
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　

主
査　
　

吉
元　

伸
一
（
令
和
三
年
度
～
、
撮
影
担
当
）

四　

本
文
は
上
下
二
段
に
分
け
、
下
段
に
原
文
を
記
載
し
、
注
釈
等
を
上
段
に
記
載
し
て
い
る
。

五　

翻
刻
に
つ
い
て
は
、
撮
影
写
真
に
基
づ
き
実
施
し
た
。
そ
の
際
、
段
落
や
改
行
等
の
書
式
を
は
じ
め
、
文
字
に
つ
い
て
も
異
体
字
等
極
力
原
文
通
り

　
　

そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。
な
お
、
ペ
ー
ジ
の
分
か
れ
目
は
点
線
で
表
現
し
て
い
る
。

　
　

ま
た
、
「
ゝ
・
ヽ
・
〻(

々)

」
「　

(

し
て)

」
「
ゟ(

よ
り)

」
「
〳
〵(

々
々)

」
等
の
特
殊
文
字
等
に
つ
い
て
も
原
文
通
り
使
用
し
て
い
る
。



六　

翻
刻
に
あ
た
っ
て
破
損
等
に
よ
る
文
字
の
不
鮮
明
な
部
分
は
「
□
」
と
し
、
他
文
献
で
推
測
で
き
る
も
の
は
横
に
括
弧
書
き
で
注
記
し
た
。
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解　
　

題

一　

は
じ
め
に

　

今
回
掲
載
し
た
史
料
は
、
高
原
町
教
育
委
員
会
所
蔵
の
「
押
領
司
家
文
書
」
の
う
ち
、
祓
川
神
楽
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
附
編
と
し
て
、
押
領

司
家
の
由
来
と
鎮
守
神
社
時
代
の
史
料
も
掲
載
し
た
。

二　

押
領
司
家
に
つ
い
て

　

押
領
司
家
は
、
江
戸
時
代
よ
り
現
在
の
高
原
町
麓
地
区
に
居
住
し
、
史
料
に
よ
る
と
一
七
世
紀
末
頃
か
ら
霧
島
東
御
在
所
両
所
権
現
社(

以
下
、
「
東
御

在
所
社
」
と
称
す)

及
び
鎮
守
大
明
神
社
の
社
司(

現
在
の
宮
司
に
相
当)

を
代
々
務
め
て
い
た
家
柄
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

霧
島
東
御
在
所
両
所
権
現
社
は
、
現
在
の
高
原
町
狭
野
地
区
に
あ
る
霧
島
東
神
社
で
、
同
じ
狭
野
地
区
に
位
置
す
る
狭
野
神
社
と
と
も
に
「
霧
島
六
社
権

現
」
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
『
三
國
名
勝
圖
會　

巻
五
十
六
』
『
薩
藩
政
要
録
』
に
よ
る
と
、
別
当
寺
は
霧
島
山
仏
華
林
寺
東
光
坊
錫
杖
院
、
鹿
児
島
城

下
に
あ
っ
た
真
言
宗
大
乗
院
の
末
寺
で
あ
る
。
本
尊
は
千
手
観
音
、
開
山
性
空
上
人
、
中
興
開
山
円
政
法
印
。
寺
高
は
約
百
十
六
石
。

　

鎮
守
大
明
神
社
は
、
現
在
の
高
原
町
麓
地
区
に
あ
る
鎮
守
神
社
で
、
同
じ
く
『
三
國
名
勝
圖
會　

巻
五
十
六
』
に
よ
る
と
、
祭
神
は
、
中
世
期
に
高
原
右

衛
門
篤
時
が
奈
良
か
ら
勧
請
し
た
と
い
う
春
日
大
明
神
。
高
原
氏
は
、
元
は
税
所
氏
、
肥
後
国
よ
り
こ
の
地
に
来
て
、
高
原
に
改
め
た
と
い
う
。
『
的
野
寺

社
屋
敷
竿
次
帳
写
』
に
よ
る
と
、
高
原
を
領
し
て
い
た
税
所
右
衛
門(
高
原
篤
時)

を
真
幸
の
北
原
氏
の
家
臣
白
坂
下
総
守
が
追
討
し
、
以
後
は
白
坂
下
総
守

の
領
地
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
高
原
篤
時
の
霊
を
「
高
原
大
明
神
」
と
し
て
祀
っ
た
、
と
あ
る
。

　

押
領
司
家
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
今
回
附
編
で
掲
載
し
て
い
る
『
覚
』
に
よ
る
と
、
日
向
国
都
於
郡
を
本
拠
地
と
し
た
伊
東
義
祐
が
日
向
国
の
殆
ど
を
支

配
し
て
い
た
中
世
末
期
、
押
領
司
対
馬
は
「
伊
東
義
祐
領
真
幸
三
山
同
社
神
主
」
に
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
同
社
」
に
つ
い
て
は
不
明
。
そ
の
後
、
元
亀

元
年(

一
五
七
〇)

二
月
、
島
津
義
弘
が
飯
野
城
主
の
頃
に
義
弘
の
も
と
に
参
上
し
、
亀
岡
天
神
正
八
幡
宮
の
正
祝
子
に
補
さ
れ
、
吉
松
の
霧
丸
に
居
住
す
る

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

こ
う
は
ら



－2－

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
亀
岡
天
神
正
八
幡
宮
は
、
現
在
の
鹿
児
島
県
湧
水
町
鶴
丸
に
あ
る
菅
原
神
社
で
、
『
三
國
名
勝
圖
會　

巻
四
十
一
』
に
は
、
次
の

よ
う
に
あ
る
。

　

龜
岡
天
神
社　

地
頭
館
よ
り
子
丑
方
、
十
二
町

　
　
　

鶴
丸
村
に
あ
り
、
貞
和
五
年
己
丑
十
一
月
、
草
創
、
文
和
三
年
甲
午
、
大
神
元
義
再
興
、
貞
治
四
年
乙
巳
、
八
月
、
營
造
、
永
正
十
六
年
己
卯
十
二

　
　
　

月
、
伴
久
兼
造
立
等
の
棟
札
を
藏
む
、
當
社
は
、
當
邑
龜
鶴
城
内
、
二
之
丸
の
鎭
守
な
り
し
に
、
元
龜
元
年
二
月
、
今
の
地
に
移
す
、
松
齢
公
菱
刈

　
　
　

地
方
の
戦
争
に
利
運
あ
り
し
時
、
靑
絲
の
鎧
一
領
を
、
社
内
に
奉
納
し
玉
ふ
と
な
り
、
正
祭
十
月
十
五
日

（
括
弧
内
は
筆
者
註
）

　

こ
の
亀
岡
天
神
社
の
記
述
を
見
る
限
り
、
押
領
司
家
の
名
は
登
場
し
な
い
。

　

そ
の
後
の
元
亀
三
年(

一
五
七
二)

五
月
、
日
向
国
内
で
起
こ
っ
た
伊
東
家
と
の
戦
闘
の
際
、
対
馬
の
息
子
の
五
郎
右
衛
門
は
島
津
義
弘
の
側
に
付
き
従
っ

て
功
績
を
挙
げ
、
名
を
五
郎
右
衛
門
か
ら
早
左
衛
門
に
改
め
た
。
こ
の
戦
闘
は
、
『
旧
記
雑
録
後
編　

巻
六
』
に
も
あ
る
、
伊
東
方
の
侵
攻
に
対
し
島
津
義

弘
が
こ
れ
を
撃
退
し
た
木
崎
原
の
戦
で
あ
る
。
五
月
三
日(

四
日
と
も)

、
伊
東
義
祐
の
弟
加
賀
守
を
は
じ
め
と
す
る
将
兵
三
千
が
島
津
領
内
の
飯
野
等
に
突

如
侵
攻
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
島
津
氏
も
大
き
な
犠
牲
を
払
い
な
が
ら
も
伊
東
方
の
多
く
の
将
を
討
ち
取
り
、
伊
東
家
衰
退
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
。

し
か
し
、
『
旧
記
雑
録
後
編　

巻
六
』
に
は
、
押
領
司
家
の
名
は
登
場
し
な
い
。

　

そ
の
後
、
『
覚
』
に
よ
れ
ば
、
天
正
四
年(

一
五
七
六)

八
月
、
当
時
伊
東
領
で
あ
っ
た
高
原
城
攻
め
の
際
、
早
左
衛
門
は
、
高
原
城
近
く
の
鎮
守
之
宮
等

へ
の
道
案
内
を
し
た
功
績
に
よ
り
、
東
御
在
所
社
の
神
主
職
を
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
神
主
職
は
親
の
対
馬
に
譲
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
高
原
城

攻
め
は
『
旧
記
雑
録
後
編　

巻
九
』
に
あ
る
、
伊
東
方
が
籠
も
る
高
原
城
に
対
し
、
島
津
義
久
や
義
弘
等
一
族
・
主
立
っ
た
将
が
数
万
の
軍
勢
を
率
い
て
攻

め
た
大
き
な
戦
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
月
一
九
日
か
ら
始
ま
っ
た
戦
闘
で
城
を
落
と
す
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
、
水
の
手
を
止
め
た
上
で
休
戦
交
渉
が
行
わ
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れ
、
二
三
日
、
城
兵
は
戸
崎
城(

現
在
の
小
林
市
野
尻)

に
退
去
、
島
津
義
久
ら
は
高
原
城
に
入
城
し
た
。
こ
の
戦
に
よ
り
、
高
原
の
他
、
高
崎(

現
在
の
都

城
市
高
崎
町)

・
三
之
山
・
内
木
場
・
岩
牟
禮(

い
ず
れ
も
現
在
の
小
林
市)

・
須
木
・
須
志
原
・
奈
佐
木(

い
ず
れ
も
現
在
の
小
林
市
須
木)

も
落
城
し
、
伊

東
氏
は
日
向
国
西
部
の
支
配
域
が
現
在
の
小
林
市
西
部
か
ら
小
林
市
野
尻
ま
で
後
退
し
た
。

　

し
か
し
、
先
ほ
ど
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
押
領
司
家
の
名
は
登
場
し
な
い
。
こ
の
二
点
で
押
領
司
の
名
が
登
場
し
な
い
の
は
、
事
実
で
は
な
い
と
す
る
一

方
、
軍
を
率
い
て
い
な
い
、
一
兵
士
と
し
て
参
加
し
た
た
め
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。

　

次
の
出
来
事
は
、
高
原
城
攻
め
の
翌
年
の
天
正
五
年(

一
五
七
七)

、
上
原
長
門
守
尚
近
が
髙
原
地
頭
の
時
に
起
こ
っ
た
「
福
永
丹
波
一
乱
」
で
あ
る
。
こ

れ
も
『
旧
記
雑
録
後
編　

巻
九
』
に
詳
し
く
あ
り
、
伊
東
家
家
臣
で
野
尻
城
主
で
あ
っ
た
福
永
丹
波
守
が
、
上
原
長
門
と
内
通
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
戦

闘
で
、
伊
東
義
祐
に
殺
害
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
福
永
丹
波
守
が
、
上
原
長
門
守
に
野
尻
城
を
明
け
渡
す
旨
を
通
告
し
た
。
急
な
展
開
で
島
津
氏
も
大
軍
を

揃
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
少
数
で
野
尻
城
に
入
城
、
そ
の
後
軍
勢
が
揃
う
と
周
辺
諸
城
を
次
々
と
攻
め
落
と
し
、
そ
の
勢
い
で
遂
に
は
伊
東
家
を
日
向
国
か

ら
追
い
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
特
に
記
載
は
な
い
が
、
こ
こ
で
も
何
ら
か
の
手
柄
を
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
後
、
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
、
山
田
理
安
が
高
原
地
頭
の
時
、
押
領
司
対
馬
は
東
御
在
所
社
及
び
鎮
守
大
明
神
社
の
神
主
職
を
早
左
衛
門
に
譲

り
、
対
馬
は
吉
田
に
移
っ
た
。

　

次
に
慶
長
六
年(

一
六
〇
一)

八
月
、
島
津
義
弘
の
い
る
加
治
木
に
早
左
衛
門
が
参
上
し
た
際
、
義
弘
か
ら
「
淡
路
」
と
い
う
国
名
を
も
ら
い
、
さ
ら
に
亀

沢
村
四
社
・
岡
松
四
社
の
神
主
職
、
天
神
宮
の
権
祝
子
職
を
授
け
ら
れ
た
、
と
い
う
。
亀
沢
は
現
在
の
鹿
児
島
県
湧
水
町
栗
野
辺
り
、
岡
松
は
前
述
の
亀
鶴

城
の
北
側
、
現
在
の
宮
崎
県
え
び
の
市
岡
松
辺
り
と
思
わ
れ
、
こ
れ
ら
四
社
は
ど
の
社
を
指
す
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
島
津
義
弘
は
、
こ
の
頃
関
ヶ

原
の
戦
に
よ
る
処
遇
が
定
ま
っ
て
い
な
い
中
で
こ
の
よ
う
な
地
位
を
授
け
る
立
場
に
い
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。

以
上
、
『
覚
』
に
基
づ
き
押
領
司
家
の
歴
史
を
見
た
が
、
こ
の
記
述
が
あ
る
程
度
事
実
と
仮
定
す
れ
ば
、
中
世
末
期
に
は
す
で
に
東
御
在
所
社
及
び
鎮
守
大

明
神
社
の
宮
司
職
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

他
の
記
録
を
見
る
と
、
高
原
町
史
料
集
第
二
集
に
あ
る
狭
野
神
社
文
書
『
霧
嶋
山
縁
起
續
禄
艸
案
』
（
享
保
二
〇
・
一
七
三
五)

）
に
は
、
次
の
よ
う
に
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あ
る
。

　

延
寶
六
年
自
公
儀
糾
神
社
佛
閣
由
緒
軌
則
等
此
之
時
東
光
坊
盛
長
當
寺
住
持
以
住
山
之
間
爲
時
當
社
司
密
約
押
領
司
爲
祝
子
之
轉
門
前
者
爲
社
人
、
始
令

　

司
兩
所
権
現
之
祭
奠
既
從
之
先
當
社
之
社
人
毎
所
致
祝
詞
神
樂
等
也
故
明
暦
二
年
從
東
光
坊
差
出
帳
云
神
主
之
事
從
祈
願
所
被
加
下
知
不
及
書
記
云
云
或

　

人
云
彼
僧
潜
行
于
他
領
以
密
事
達
于
此
以
爲
己
之
因
茲
縦
働
其
私
云
云
同
七
年
八
月
憲
純
自
山
門
皈
來
而
於
社
子
等
有
謀
計
之
間
欲
訴
于
公
所
地
頭
山
田

　

弥
九
郎
殿
頻
請
而
令
和
睦
也

（
括
弧
内
は
筆
者
註
）

　

こ
れ
は
、
狭
野
大
権
現
社
の
別
当
寺
神
徳
院
の
住
持
が
憲
純
の
時
の
出
来
事
で
あ
る
。
延
宝
六
年(

一
五
七
八)

、
幕
府
か
ら
神
社
仏
閣
の
由
緒
等
を
糺
す

旨
の
通
知
が
来
た
。
こ
の
時
憲
純
は
、
延
宝
四
年
か
ら
四
年
間
、
比
叡
山
に
修
行
に
出
て
い
た
た
め
不
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
に
「
東
光
坊
盛
長
」
と
い
う

者
が
、
そ
の
隙
に
當
社
司
の
押
領
司
と
密
約
を
交
わ
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
門
前
の
者
を
社
人
と
し
、
両
所
権
現(

東
御
在
所
社)

の

祭
典
を
行
う
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
憲
純
は
比
叡
山
か
ら
帰
っ
て
来
た
後
に
訴
え
を
起
こ
す
が
、
髙
原
地
頭
の
山
田
弥
九
郎
か
ら
し
き
り

に
和
睦
を
勧
め
ら
れ
た
、
と
い
う
、
不
可
解
な
事
件
で
あ
る
。

　

狭
野
神
社
文
書
を
見
る
と
、
江
戸
時
代
の
東
御
在
所
社
及
び
別
当
寺
の
東
光
坊(

東
光
院
・
錫
杖
院)

は
狭
野
大
権
現
社
及
び
神
徳
院
の
管
轄
下
に
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
神
徳
院
は
、
上
野
の
寛
永
寺
直
末
で
、
薩
摩
藩
内
で
は
日
向
国
の
一
の
寺
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
鹿
児
島
城
下
の
南

泉
院
の
住
持
代
理
を
は
じ
め
福
昌
寺
に
お
け
る
源
頼
朝
御
遠
忌
等
の
重
要
な
行
事
に
お
い
て
神
徳
院
住
持
が
導
師
を
務
め
る
な
ど
、
非
常
に
格
式
の
高
い
寺

院
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
前
述
の
内
容
は
神
徳
院
側
の
記
録
の
た
め
、
東
光
坊
盛
長
に
つ
い
て
は
か
な
り
厳
し
く
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
で
わ

か
る
の
は
、
東
御
在
所
社
は
、
こ
の
時
点
ま
で
同
社
だ
け
で
祭
典
等
を
行
う
権
限
が
な
く
、
社
人
を
置
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が

今
回
の
件
で
盛
長
と
押
領
司
氏
に
よ
り
東
御
在
所
社
独
自
で
も
祭
典
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
東
御
在
所
社
の
地
位
を
押
し
上
げ
る

功
績
を
成
し
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
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こ
こ
で
気
に
な
る
の
が
盛
長
と
密
約
を
交
わ
し
た
「
當
社
司
押
領
司
」
の
存
在
で
あ
る
。
事
件
の
中
身
は
と
も
か
く
、
こ
の
時
期
、
押
領
司
家
が
す
で
に

東
御
在
所
社
の
社
司
を
務
め
て
い
た
事
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
押
領
司
家
は
、
い
つ
頃
ま
で
霧
島
東
神
社
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
の
か
、
文
書
群
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
大
正
年
間
ま
で
は
関
わ

り
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
神
社
を
立
ち
退
く
際
、
大
八
車
に
様
々
な
物
を
乗
せ
て
神
社
を
後
に
し
た
、
と
地
元
で
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
当

町
教
育
委
員
会
に
寄
贈
さ
れ
た
文
書
群
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

三　

押
領
司
家
文
書
に
つ
い
て

　

押
領
司
家
文
書
は
、
こ
れ
ま
で
宮
崎
県
や
当
町
の
神
楽
調
査
な
ど
複
数
回
調
査
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の
通
り
そ
の
一
部
は
『
宮
崎
県
史
』
や
当
町
の
報
告

書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
当
主
の
方
か
ら
寄
贈
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
、
令
和
二
年
三
月
、
文
書
群
含
む
長
持
ち
二
個
分
全
て
の
寄
贈
を
受
け
入
れ

た
。

　

簡
単
な
文
書
目
録
に
つ
い
て
は
作
成
し
て
い
る
が
、
膨
大
な
量
且
つ
内
容
も
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
、
大
半
が
年
不
詳
の
断
簡
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現

在
、
詳
細
な
目
録
を
作
成
中
で
あ
る
。

　

目
録
作
成
に
際
し
文
書
群
を
見
分
し
た
と
こ
ろ
、
大
ま
か
に
は
、
東
御
在
所
社
に
関
す
る
業
務
内
容
、
社
司
と
し
て
の
業
務
で
あ
る
祝
詞
や
呪
術
に
関
す

る
内
容
、
今
回
取
り
上
げ
た
神
楽
に
関
す
る
内
容
、
幕
末
か
ら
明
治
時
代
初
期
に
お
け
る
社
司
の
日
記
、
諸
々
の
写
本
、
そ
の
他
の
書
状
断
簡
、
等
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
昭
和
五
五
年
に
宮
崎
県
史
編
纂
に
か
か
る
調
査
事
業
に
お
い
て
当
家
文
書
も
整
理
及
び
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
前
述
の
と
お
り
膨
大
な

量
で
あ
っ
た
た
め
、
記
録
や
目
録
作
成
は
一
部
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

今
回
は
、
前
述
の
通
り
、
祓
川
神
楽
に
関
す
る
内
容
を
中
心
に
掲
載
し
て
い
る
。

　

祓
川
神
楽
は
、
町
内
狭
野
地
区
の
祓
川
集
落
、
霧
島
東
神
社
の
氏
子
を
中
心
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
霜
月
神
楽
で
、
旧
薩
摩
藩
で
行
わ
れ
て
い
た
「
神
舞
」

の
形
態
を
よ
く
伝
え
る
と
し
て
、
隣
地
区
の
狭
野
神
楽
と
共
に
、
平
成
二
二
年
、
「
高
原
の
神
舞
」
と
し
て
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
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現
在
の
祓
川
神
楽
の
唱
教
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
、
祓
川
の
黒
木
主
膳
に
よ
り
記
さ
れ
た
『
神
哥
本
』
に
基
づ
い
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
黒
木

家
の
住
宅
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）
は
、
現
在
、
宮
崎
県
総
合
博
物
館
の
民
家
園
に
移
築
さ
れ
て
い
る
。

　

神
楽
の
神
歌
本
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
嘉
永
六
年
本
し
か
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
本
の
内
容
が
い
つ
か
ら
こ
の
形
で
あ
っ
た
の
か
調
査
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
回
の
押
領
司
家
文
書
に
よ
り
、
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
一
）
『
諸
神
勧
請
舞
』
（
以
下
、
「
正
徳
五
年
本
」
と
称
す
）

　

奥
書
か
ら
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
押
領
司
篤
信
に
よ
り
記
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
祓
川
神
楽
の
神
歌
本
の
中
で
は
現
状
最
古
の
も
の
で
あ
り
、

享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
か
ら
二
年
に
か
け
て
発
生
し
た
新
燃
岳
の
大
噴
火
に
よ
り
神
社
等
が
焼
け
落
ち
た
と
い
う
事
情
を
考
え
る
と
、
新
燃
岳
噴
火
前
の

文
献
が
残
存
し
て
い
る
事
が
非
常
に
貴
重
と
言
え
る
。

こ
の
本
に
は
、
祓
川
神
楽
の
演
目
の
一
つ
で
あ
る
「
諸
神
勧
請
」
の
う
ち
、
「
請
」
と
呼
ば
れ
る
直
面
に
舞
手
と
、
同
じ
く
直
面
で
白
装
束
に
笠
を
か
ぶ
り

御
幣
と
錫
杖
鈴
を
持
っ
た
四
人
の
舞
手
に
よ
る
問
答
の
部
分
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
、
大
筋
で
は
嘉
永
六
年
本
と
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、
次
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。

　

①
「
請
」
の
唱
教
の
う
ち
、
正
徳
五
年
本
に
記
さ
れ
て
い
る
「
内
典
ニ
テ
ハ
ア
ヒ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ノ
五
字
」
等
の
仏
教
用
語
が
、
嘉
永
六
年
本
で
は
削
除
さ

　
　

れ
て
い
る
。

　

②
正
徳
五
年
本
で
は
唱
教
の
中
の
祈
願
に
関
す
る
部
分
で
、
藩
主
や
地
頭
の
名
前
を
読
み
上
げ
て
い
た
が
、
嘉
永
六
年
本
で
は
、
「
当
国
太
守
公
」
「
御

　
　

地
頭
」
に
留
め
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。

　

③
「
請
」
と
四
人
の
舞
手
と
の
問
答
の
中
で
、
嘉
永
六
年
本
で
は
西
方
と
北
方
の
歌
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
本
来
、
春
を
呼
ぶ
歌
で
、
正
徳

　
　

五
年
本
で
は
北
方
の
舞
手
が
歌
う
「
浪
速
津
」
の
歌
が
、
嘉
永
六
年
本
で
は
西
方
の
舞
手
が
歌
う
等
、
唱
教
の
趣
旨
が
微
妙
に
繋
が
ら
な
く
な
っ
て
い

　
　

る
。

　

④
最
後
に
「
請
」
と
四
人
の
舞
手
が
薬
師
十
二
神
将
の
名
を
唱
え
る
が
、
正
徳
五
年
本
で
は
正
確
に
記
し
て
い
る
の
に
対
し
、
嘉
永
六
年
本
で
は
耳
で
聞

約束事
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い
た
言
葉
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

　

こ
こ
で
、
こ
の
『
諸
神
勧
請
』
を
押
領
司
家
が
持
っ
て
い
た
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
内
容
は
、
神
楽
を
舞
う
場
所
で
あ
る
「
御
講
屋
」
を
徹
底
的
に

言
祝
い
で
い
る
の
で
、
こ
れ
は
代
々
社
司
が
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
演
目
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
嘉
永
六
年
本
を
作
成
す
る
際
に
は
、
押
領

司
家
が
神
楽
に
て
そ
の
役
を
負
わ
な
く
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
押
領
司
家
が
役
を
負
っ
て
い
る
も
の
の
正
徳
五
年
本
の
所
在
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た

の
か
、
い
ず
れ
に
し
ろ
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
の
よ
う
な
幾
分
崩
れ
た
よ
う
な
形
で
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
二
）
『
御
神
楽
次
第
』
（
以
下
、
「
延
享
四
年
本
」
と
称
す
）

　

表
紙
及
び
奥
書
か
ら
、
（
一
）
と
同
じ
く
正
徳
五
年
に
押
領
司
篤
信
に
よ
り
記
さ
れ
た
も
の
が
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
押
領
司
亀
之
丞
に
受
け
継

が
れ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

延
享
四
年
本
の
冒
頭
「
と
う
ど
う
た
ら
り
や
」
で
始
ま
る
唱
教
の
内
容
に
つ
い
て
、
嘉
永
六
年
本
で
は
「
御
神
楽
之
歌
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
記
載

の
順
番
は
、
嘉
永
六
年
本
で
は
「
地
割
」
の
後
で
あ
る
の
に
対
し
、
延
享
四
年
本
で
は
地
割
の
前
に
記
載
す
る
等
、
順
番
が
異
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
こ
の

唱
教
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
不
明
な
部
分
が
多
い
。

　

唱
教
の
内
容
に
つ
い
て
は
所
々
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
（
一
）
の
よ
う
に
意
図
的
に
削
除
し
た
よ
う
な
感
じ
で
は
な
く
、
大
筋
は
同
じ
で
あ
る
。

（
三
）
『
舞
数
記
』
（
以
下
、
「
安
永
二
年
本
」
と
称
す
）

　

奥
書
か
ら
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
に
押
領
司
川
内
に
よ
り
記
さ
れ
た
も
の
で
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
、
押
領
司
某
に
受
け
継
が
れ
た
と
い
う
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
祓
川
神
楽
の
演
目
の
う
ち
、
「
住
吉
」
「
龍
蔵
」
「
三
笠
」
「
太
力
」
「
将
軍
花
舞
」
の
唱
教
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
中
「
大
和
國
太

玉
命
」
と
あ
る
の
が
「
龍
蔵
」
に
該
当
す
る
。
現
在
の
祓
川
神
楽
で
は
、
「
住
吉
」
「
龍
蔵
」
の
後
に
神
職
に
よ
る
祝
詞
が
奏
上
さ
れ
、
「
三
笠
」
で
は
御

講
屋
の
空
中
に
飾
ら
れ
た
諸
々
の
神
が
降
ろ
さ
れ
、
「
太
力
」
で
は
岩
戸
開
き
が
行
わ
れ
る
、
と
い
う
順
番
で
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
太
力
や
地
割
の
舞
手
等
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主
立
っ
た
者
は
神
楽
宿
に
向
か
い
、
御
講
屋
の
中
で
は
「
将
軍
花
舞
」
が
続
行
さ
れ
る
。
「
将
軍
」
は
唱
教
の
み
で
、
「
花
舞
」
で
は
、
神
饌
の
う
ち
お
盆

に
乗
せ
た
三
六
五
個
に
切
っ
た
紅
白
の
餅
を
舞
い
な
が
ら
御
講
屋
の
中
に
落
と
し
（
こ
の
時
だ
け
御
講
屋
の
中
に
部
外
者
も
入
る
事
を
許
さ
れ
る
）
、
最
後

に
真
剣
で
御
講
屋
内
外
の
注
連
縄
を
全
て
切
り
落
と
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
住
吉
」
に
関
し
て
は
、
「
自
分
（
住
吉
）
が
出
た
が
、
天
照
大
神
は
出

て
来
な
い
の
で
、
次
に
龍
蔵
が
出
て
来
る
」
と
述
べ
る
だ
け
で
、
演
目
上
の
繋
が
り
が
あ
ま
り
見
出
せ
ず
、
違
和
感
が
あ
る
演
目
で
あ
る
が
、
安
永
二
年
本

に
よ
り
、
「
住
吉
」
か
ら
「
太
力
」
ま
で
続
く
「
右
四
番
之
小
舞
」
と
称
さ
れ
、
「
御
神
樂
中
半
ニ
用
也
」
と
さ
れ
る
等
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
現
在
は
ほ
ぼ
神
楽
の
終
演
に
向
け
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
は
演
目
の
順
番
が
異
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、
唱
教
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
六
年
本
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。

（
四
）
『
神
楽
番
付
』
（
仮
称
）

　

元
は
紙
を
継
ぎ
合
わ
せ
た
巻
物
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
糊
部
分
が
剥
が
れ
、
残
っ
て
い
る
の
は
四
枚
の
み
で
あ
っ
た
。
奥
書
に
よ
り
、

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
九
月
二
九
日
に
記
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
番
付
表
や
神
歌
本
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
番
付
に
対
し
具
体
的
に
誰

を
配
し
て
い
た
か
を
示
す
文
書
は
、
こ
れ
が
最
古
且
つ
唯
一
で
あ
る
。

　

祓
川
神
楽
に
つ
い
て
は
、
現
在
は
一
二
月
第
二
土
曜
日
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
の
あ
る
程
度
ま
で
は
旧
暦
の
一
一
月
一
六
日
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い

う
。
番
付
に
つ
い
て
は
一
二
月
第
二
土
曜
に
変
わ
っ
て
か
ら
は
。
一
二
月
一
日
に
番
付
を
取
り
決
め
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
、
文
書
に
あ

る
九
月
二
九
日
辺
り
に
番
付
の
取
り
決
め
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。

　

文
書
に
つ
い
て
は
、
欠
損
が
多
く
神
楽
番
付
の
全
て
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
現
在
と
異
な
る
部
分
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

①
「
神
隨
」
に
つ
い
て

　

「
か
ん
す
い
（
か
ん
し
）
」
「
よ
っ
だ
い
か
ん
し(

四
代
神
隨)

」
と
も
い
う
。
神
楽
の
本
祭
だ
け
で
な
く
、
神
楽
に
付
随
す
る
神
楽
宿
の
行
事
を
は
じ

め
、
神
社
の
神
事
や
氏
子
の
通
夜
の
席
等
で
行
わ
れ
る
、
最
も
重
要
な
舞
で
あ
る
。
番
付
表
を
見
る
と
、
「
神
隨
」
は
四
人
で
行
い
、
そ
の
後
の
「
舞
揚

(

ま
い
あ
げ
・
め
あ
げ)

」
は
、
「
神
隨
」
の
一
番
目
と
四
番
目
が
担
当
し
て
い
る
。
現
在
の
「
舞
揚
」
で
は
、
四
人
の
他
に
も
う
一
人
白
装
束
・
赤
襷
・
脚
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絆
姿
の
舞
手
が
登
場
し
、
刀
二
振
を
持
っ
て
舞
う
等
、
こ
の
番
付
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
神
楽
で
は
、
二
人
の
舞
手
を
「
オ
ン
ズ
」
「
セ
キ
」
と
呼

び
、
「
神
隨
」
等
の
四
人
舞
の
場
合
は
、
一
番
目
を
「
オ
ン
ズ
」
、
四
番
目
を
「
セ
キ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
番
付
に
お
け
る
「
舞
揚
」
は
、

「
神
隨
」
を
舞
っ
た
オ
ン
ズ
と
セ
キ
の
二
人
に
よ
る
舞
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
形
式
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
祓
川
神
楽
の
「
諸
神
勧
請
」
等
に
も

見
ら
れ
る
。
た
だ
、
一
口
に
「
舞
揚
」
と
言
っ
て
も
演
目
で
異
な
る
。
例
え
ば
「
諸
神
勧
請
」
等
の
真
剣
を
使
用
し
な
い
演
目
の
舞
揚
は
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
少
年
か
ら
青
年
に
上
が
る
前
の
、
装
束
の
袖
や
袴
を
靡
か
せ
る
よ
う
な
舞
に
対
し
、
「
十
二
人
剱
」
や
「
神
隨
」
等
の
真
剣
を
使
用
す
る
演
目
の
舞
揚
で

は
、
舞
庭
内
を
駈
け
な
が
ら
真
剣
二
振
を
持
っ
て
大
き
く
振
り
回
す
な
ど
、
技
巧
的
に
も
非
常
に
難
し
い
舞
で
あ
る
。
「
神
隨
」
は
、
現
在
は
白
衣
に
青
袴

姿
で
舞
っ
て
お
り
、
そ
の
後
に
真
剣
を
使
っ
た
「
舞
揚
」
を
舞
う
の
は
難
し
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
神
隨
」
の
後
の
「
舞
揚
」
は
今
と
は
異
な
る
形
の
舞

で
あ
っ
た
、
も
し
く
は
「
神
隨
」
の
装
束
が
現
在
と
異
な
る
、
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
出
て
来
る
。

②
舞
手
と
演
目
の
関
係
に
つ
い
て

　

今
は
後
継
者
不
足
等
で
そ
う
い
っ
た
規
則
性
は
な
い
が
、
祓
川
神
楽
で
も
、
以
前
は
面
舞
を
担
当
す
る
者
は
面
舞
だ
け
、
と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
「
神
隨
」
と
「
金
山
」
を
見
る
と
、
同
じ
薗
田
宇
右
衛
門
が
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
神
隨
」
と
「
陰
陽
」
を
見
る
と
、
同
じ
宮
永
瀧

右
衛
門
が
担
当
す
る
な
ど
、
前
述
の
よ
う
な
「
面
を
す
る
者
は
面
だ
け
」
と
い
う
縛
り
は
緩
か
っ
た
の
で
は
、
と
考
え
ら
れ
る
。

③
「
田
之
神
」
に
つ
い
て

　

こ
の
演
目
は
祓
川
神
楽
の
中
で
も
特
殊
で
、
ま
ず
嘉
永
六
年
本
に
唱
教
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
口
承
で
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
唱
教
の
全
て
が
当
地
方

の
方
言
「
諸
県
弁
」
で
語
ら
れ
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
装
束
は
女
者
の
古
着
に
襷
、
白
袴
に
脚
絆
、
背
中
に
「
ま
ん
袋
」
を
背
負
う
。
右
手
に
錫
杖

鈴
、
左
手
に
竪
杵
を
持
ち
、
帯
に
は
「
飯
が
い
（
木
製
の
大
き
な
杓
文
字
）
」
「
命
の
さ
っ
ば
し
り(

貝
に
柄
を
付
け
た
柄
杓)

」
を
差
し
て
い
る
。
面
舞
の

一
つ
で
あ
る
が
、
他
の
面
舞
と
は
舞
の
ス
ピ
ー
ド
や
舞
い
方
が
異
な
る
。

　

こ
の
演
目
は
、
現
在
一
人
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
番
付
で
は
二
人
宛
が
わ
れ
て
お
り
、
二
人
舞
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
「
田
の
神
舞
」
は
祓
川

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

り
ゅ
う
ぞ
う

み
か
さ

た
ち
か
ら

し
ょ
う
ぐ
ん
は
な
ま
い

す
み
よ
し

(

延
宝
七
・
一
六
七
九)

(

一
六
五
六)

(

帰)

(

転)

(

一
五
七
〇)

(

一
五
一
九)

(

か
ん
め)

(

か
ん
め)
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神
楽
だ
け
で
な
く
、
宮
崎
平
野
部
の
神
楽
に
も
広
く
分
布
し
て
い
る
。
宮
崎
平
野
部
で
は
二
人
の
問
答
に
よ
る
田
の
神
舞
が
見
ら
れ
る
が
、
祓
川
や
隣
の
狭

野
神
楽
で
は
舞
手
は
一
人
で
あ
る
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
内
容
は
江
戸
時
代
で
は
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
五
）
『
霞
神
社
神
楽
次
第
』
（
仮
称
）

　

奥
書
に
は
年
号
は
な
く
、
「
三
月
十
五
日
」
と
あ
る
の
み
。
霞
神
社
に
て
神
楽
が
行
わ
れ
た
際
の
出
会
者
の
一
覧
で
、
特
に
役
割
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

霞
神
社
は
、
本
来
は
霞
権
現
と
言
い
、
現
在
の
高
原
町
後
川
内
地
区
に
あ
る
。
『
三
國
名
勝
圖
會　

巻
五
十
六
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

霞
権
現
社　

地
頭
館
よ
り
卯
方
、
一
里

　
　
　

入
来
邑
、
霞
岡
に
あ
り
、
祭
神
詳
な
ら
ず
、
本
地
馬
頭
観
音
な
り
と
い
ふ
、
岡
阜
南
面
の
石
巌
に
縫
隙
あ
り
、
五
色
の
蛇
あ
り
て
嵓
隙
に
栖
む
、
是

　
　
　

を
神
と
崇
め
て
、
別
に
祠
廟
を
設
け
ず
、
是
霧
島
六
所
権
現
の
使
神
な
り
と
い
へ
り
、
故
に
六
所
権
現
へ
参
詣
す
る
者
は
、
必
ず
爰
に
参
詣
せ
り
、

　
　
　

参
詣
の
者
、
彼
蛇
を
見
る
時
は
、
神
縁
を
得
る
と
て
、
殊
に
歓
喜
す
と
か
や
、
祭
祀
三
月
十
五
日
・
九
月
十
五
日
、
祭
式
に
は
、
白
砂
を
供
す
、
文

　
　
　

化
十
二
年
、
大
信
公
、
神
事
を
新
修
し
て
、
神
徳
院
を
別
當
と
し
、
郡
山
邑
、
花
尾
大
権
現
社
の
大
宮
司
に
命
じ
て
、
祭
祀
を
管
轄
せ
し
む
、

（
括
弧
内
は
筆
者
註
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
島
津
重
豪
が
藩
主
で
あ
っ
た
文
化
一
二
年
、
「
神
事
を
新
修
（
社
殿
を
造
立
し
た
と
い
う
意
味
か
）
」
し
、
「
神
徳
院
を
別
当
と
し
」

た
こ
と
が
わ
か
る
。
狭
野
神
社
文
書
の
中
に
も
霞
権
現
社
の
造
立
や
神
事
に
関
す
る
史
料
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
神
徳
院
が
管
轄
し
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
こ
の
史
料
は
、
狭
野
の
者
だ
け
で
は
な
く
祓
川
の
者
も
霞
神
社
の
祭
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
史
料
の
年
代
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
霞
権
現
社
の
成
立
年
代
や
史
料
の
冒
頭
に
嘉
永
六
年
本
を
記
し
た
「
黒
木
主
膳
」
が
い
る
こ
と
を
考
慮

し
た
上
で
、
祭
祀
日
が
、
『
三
国
名
勝
圖
會
』
に
記
さ
れ
た
日
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
申
年
か
ら
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
か
万
延
元
年
（
一
八
六

〇
）
、
あ
る
い
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
辺
り
で
あ
ろ
う
か
。

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

り
ゅ
う
ぞ
う

み
か
さ

た
ち
か
ら

し
ょ
う
ぐ
ん
は
な
ま
い

す
み
よ
し

(

延
宝
七
・
一
六
七
九)

(

高
原
町
後
川
内
地
区)

(

一
八
一
五)

(

島
津
重
豪)

(

鹿
児
島
市
の
花
尾
神
社)

(

帰)

(

転)

(

一
五
七
〇)

(

一
五
一
九)

(

か
ん
め)

(

か
ん
め)
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（
六
）
『
覚
』

　

こ
れ
は
、
押
領
司
家
が
島
津
義
弘
に
仕
え
た
こ
と
に
よ
り
東
御
在
所
社
や
鎮
守
大
明
神
社
、
亀
岡
天
神
社
等
の
神
職
を
得
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
詳

細
は
上
記
の
と
お
り
。

（
七
）
『
幣
之
切
紙
集
』

　

『
宮
崎
県
史　

近
世
編
五
』
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
、
原
本
を
確
認
し
翻
刻
し
た
。
表
紙
及
び
奥
書
か
ら
、
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
に
記

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
奥
書
を
見
る
と
、
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
に
、
真
幸
院
の
吉
田
天
神
権
祝
で
あ
っ
た
押
領
司
淡
路
大
夫
か
ら
紀
伊
国
の

良
賢
坊
に
伝
え
た
、
と
あ
る
。
た
だ
、
前
述
の
『
覚
』
で
は
、
こ
の
時
期
登
場
し
て
い
る
の
は
押
領
司
対
馬
で
、
こ
の
当
時
は
「
伊
東
義
祐
領
真
幸
三
山
同

社
神
主
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
『
覚
』
に
は
、
「
淡
路
」
と
い
う
名
と
天
神
宮
の
権
祝
職
は
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
島
津
義
弘
か
ら

賜
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
矛
盾
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
天
正
元
年
の
下
り
は
創
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

内
容
は
、
様
々
な
御
幣
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
御
幣
の
作
り
方
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
。

　

奥
書
に
鎮
守
大
明
神
社
の
名
称
が
見
ら
れ
る
史
料
は
、
現
時
点
で
こ
れ
の
み
と
い
う
事
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

り
ゅ
う
ぞ
う

み
か
さ

た
ち
か
ら

し
ょ
う
ぐ
ん
は
な
ま
い

す
み
よ
し

(

延
宝
七
・
一
六
七
九)

(

高
原
町
後
川
内
地
区)

(

一
八
一
五)

(

島
津
重
豪)

(

鹿
児
島
市
の
花
尾
神
社)

(

帰)

(

転)

(

一
五
七
〇)

(

一
五
一
九)

(

か
ん
め)

(

か
ん
め)



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年



『
諸
神
勧
請
舞
』



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年
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（
空
白
）

（
空
白
）

　
　
　
　

諸
神
勧
請
舞

　

先
忝
モ

日
本
國
中
三
千
余　

八
百
万
神

　

天
神
地
祇
當
所
之
崇
廟
入
句

何
大
明
神

　

當
檀
那
氏
神
入
句

此
御
神
屋
仁

正
仁

　

勧
請
奉
ル

申
シ

　

抑
天
地
開
闢
以
来　

陽
乃

二
氣
ヨ
リ

　

万
法
起
ラ

サ
ル
ト
云
叓
ナ
シ
去
レ

ハ
混
沌

　

未
分
乃

時
一
乃

宝
珠
有
リ

二
ツ
仁

別
テ

カ
ロ
ク

　

ス
メ
ル
ハ
上
テ

天
ト
ナ
ル
重
ク

ニ
コ
レ
ル
ハ
下
テ

地
ト

　

ナ
ル
其
時
色
中
仁

日
月
之
光
ヲ
放
ツ

-

-

-

-

(

陰)

(

座)

(

事)

コ

カ
タ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

(

宕)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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亦
ハ
有
情
モ
有
リ

非
情
モ
有
リ

善
神
モ
有

　

迷
ハ
衆
生
ト

云
悟
ル

時
ハ
神
ト
云
皆
是

　

水
波
乃

ヘ
タ
テ
清
濁
乃

成
所
夫
レ

一
切

　

諸
法
本
ヨ
リ

不
生
不
滅
也
不
生
不
滅
成
カ

　

故
仁

自
性
清
浄
成
自
性
清
浄
成
カ

　

故
仁

神
明
ト
モ
ニ
平
等
也
於
テ

此
仁

　

神
道
乃

大
行
事
ヲ
ツ
ト
メ
奉
ン

カ
タ
メ

　

法
界
宮
仁

御
神
屋
ヲ

荘
リ

御
幣
ヲ

　

建
立
シ

奉
ル

叓
大
幣
ト
云
者
伊
弉
諾

　

伊
弉
冉
乃

尊
ノ

尊
像
ヲ
表
ス

尤
カ
ナ

　

掲
仰
シ
奉
ル
ガ

故
仁

四
角
八
方
仁

　

御
注
連
ヲ

引
叓
ハ
網
界
乃

如
シ

　

四
方
仁

四
門
ヲ

立
ラ
レ
シ
ハ
内
典
ニ
テ
ハ

　

発
心
修
行
菩
提
涅
槃
乃

四
ツ
ノ

　

門
也
神
道
ニ
テ
ハ
宝
聚
福
徳
延
命

○
「
内
典
」
は
仏
教
の
事

○
「
内
典
ニ
テ
ハ
発
心
修
行
菩
提
涅
槃
乃

　

四
ツ
ノ
門
也
」
の
句
は
、
嘉
永
本
で
は

　

消
失
し
て
い
る
。

-

-

-

-

(

事)

(

事)

コ

マ
タ

レ
宇

マ
ヨ

イ
ヽ

サ
ト

ト
ク

ベ
ウ

カ
イ

カ
ツ

コ
宇

カ
宇モ

宇

カ
イ

ほ
ツ

五

代

子

ほ
ん

し
ゆ

も
ツ

ト
ウ

(

珠)

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

(

宕)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神



－17－

　

成
就
之
四
ツ
ノ
門
也
宝
聚
門
ハ
譬
バ

　

春
也
春
陽
氣
ヲ
得
テ
万
物
出
生

　

ス
ル
ハ
是
宝
聚
門
也
福
徳
門
ワ
譬
バ

　

夏
也
夏
ワ
天
乃

幸
ヲ

得
テ

万
物

　

生
長
ス
ル
叓
則
福
徳
門
ナ
リ
延
命

　

門
ワ
譬
秋
也
秋
ハ
万
物
ミ
ツ
テ

　

有
情
乃

命
ヲ

助
ク

是
則
延
命
門
ナ
リ

　

成
就
門
ハ
譬
冬
也
冬
ワ
万
物
成
就

　

シ
ヲ
ハ
ツ
テ
冬
収
ス
ル
コ
ト
則
成
就
門
也

　

依
之
四
方
ニ

四
門
ノ

立
ラ
レ
タ
リ
結
界

　

清
浄
乃

御
神
屋
ト

号
シ
テ
潮
水

　

ヲ
上
ル

叓
ワ
一
滴
水
ヲ
以
ア
カ
ノ
雲
海

　

ト
シ
普
ク

諸
神
ノ

御
前
ヲ
清
浄
仁

　

ナ
ラ
シ
メ
ン
造
化
ヲ
荘
ル

叓
ワ
万
物
化
乃

　

跡
五
人
ノ

神
楽
男
ハ
木
火
土
金
水
ノ

　

五　

乃

神
内
典
ニ
テ
ハ
ア
ヒ
ラ
ウ
ン

　

ケ
ン
ノ
五
字
儒
道
ニ
テ
ハ
仁
義

○
「
冬
収
」
は
嘉
永
本
で
は
「
当
所
」
と

　

あ
る

○
「
御
神
屋
」
は
嘉
永
本
で
は
「
御
講
屋
」

　

と
あ
る

○
「
潮
水
」
は
嘉
永
本
で
は
「
塩
ひ
」
と

　

あ
る

○
「
造
化
」
は
嘉
永
本
で
は
「
造
花
」(

祓

　

川
神
楽
で
使
用
さ
れ
る
切
紙)

と
あ
る

○
「
内
典
ニ
テ
ハ
ア
ヒ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ノ
五

　

字
」
は
嘉
永
本
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る

形畝

-

-

-

-

(

事)

(

事)

(

形)

コ

マ
タ

レ
宇

マ
ヨ

イ
ヽ

サ
ト

ト
ク

ベ
ウ

ト
ウ

(

珠)

サ

こ
ん

た
と
へ

ンハ
フ
ゆ

シ
ゆコ

ウ

て
キ

ソ
宇

あ
ま
子

ケ
ツ

カ
イ

と
う

せ
イ

サ
イ
ハ

(

郎)

(

宕)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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礼
知
信
ノ

五
タ
イ
八
人
ノ

八
乙
女
五
楽
ワ

　

是
宮
商
角
徴
羽
ノ

響
五

　

韻
七
音
ノ

楽
ヲ
以
テ　

神
ヲ
和
楽

　

セ
シ
メ
四
魔
乃

怨
敵
ヲ

退
剰
サ
ヘ

　

擧
手
動
足
ノ

舞
ヲ

以
如
影

　

随　

ノ

神
ヲ

現
シ

起
居
動
静
乃

　

間
ニ
ワ
断
悪
證
理
ノ

観
解
ヲ

　

コ
ラ
ス
モ
ノ
ナ
リ
於
此
當
檀
那
一
心

　

清
浄
ニ
シ
テ
祓
テ

丹
誠
ヲ

無
ニ
ノ

志
ヲ

　

専
ニ
シ
神
明
ヲ
崇
キ
ヨ
ウ
奉
ル

　

其
意
趣
如
何
ト
ナ
レ
ハ
上
ワ
金
輪

　

上
皇
天
長
地
久
御
願
圓
満
殊
ニ

　

者
當
國
之　

太
守
御
名
乗
入
句

　

次
ニ

其
所
地
頭
何
氏

當
檀
那
入
句

　

右
御
武
運
長
久
御
願
成

　

就
ヲ
祈
所
ニ

四
方
仁

荒
化
ナ
キ

　

變
化
ノ

御
立
座
ス

其
神
名
ヲ

○
「
當
國
之
太
守
」
は
嘉
永
本
で
は
「
当

　

国
の
太
守
公
」
と
な
る
。

　

「
其
所
地
頭
當
檀
那
右
御
武
運
長
久
御

　

願
成
就
ヲ
祈
所
」
は
嘉
永
本
で
は
「
当

　

所
の
御
地
頭
御
息
災
延
命
次
に
此
村
此

　

所
諸
願
成
就
と
祈
る
所
」
と
な
る
。

形畝

-

-

-

-

(

形)

コ

マ
タ

レ
宇

マ
ヨ

イ
ヽ

サ
ト

ト
ク

ベ
ウ

ト
ウ

(

珠)

サ

キ
ウ
シ
ヤ
宇

チ

宇

ア
マ
ツ

キ
二

(

一)

た
ん

も
ツ
は
ら
ニ
しシ

ゆ

あ
ら

き

た
と
へ

ン

ハ
フ
ゆ

シ
ゆコ

ウ

て
キ

ソ
宇

あ
ま
子

ケ
ツ

カ
イ

と
う

せ
イ

サ
イ
ハ

(

郎)

(

宕)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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一
〻
次
第
仁

相
尋
ハ
ヤ
ト
存
候

　
　
　

東
方

　

セ
イ
タ
イ
衣
ニ
テ
岩
ヲ
ノ
カ
タ
ニ
掛
ル

　

白
ウ
ン
ナ
ヲ
ビ
ニ
テ
山
ノ
コ
シ
ヲ
メ
グ
ル

　

コ
ケ
衣
キ
タ
ル
イ
ワ
ヲ
ハ
サ
モ
ナ
ク
テ

　

キ
ヌ
キ
ン
山
ニ
ヲ
ビ
ヲ
ス
ル
カ
ナ

　

ヲ
ウ
ソ
レ
サ
ウ
ケ
タ
マ
ワ
リ
候
東
方
ノ

　

木
神
木
ワ
ク
ヽ
ツ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ヽ
現
ス

　

サ
レ
ハ
神
名
多
叓
六
万
六
千
六
百
六
拾

　

六
社
ノ
諸
神
シ
ヱ
ゴ
シ
テ　

セ
ハ

　

此
方
ニ
モ
イ
カ
テ
ア
ク
マ
ワ
来
マ
ジ

　
　
　

南
方

　

セ
イ
ハ
ニ
月
落
テ
ウ
サ
キ
彼
ヲ
ハ
シ
ル

　

モ
ク
シ
ヱ
カ
ケ
シ
ヅ
ン
テ
ウ
ヲ
キ
ニ
ノ
ホ
ル

　

他
ノ
水
ス
ヾ
シ
ク
シ
テ
ワ
カ
ン
コ
ノ
ヲ
シ

　

ゾ
ス
ミ
ヨ
カ
リ
ケ
リ

　

ヲ
ウ
ソ
レ
サ
承
候
南
方
ノ
火
神
火
ワ

○
「
セ
イ
タ
イ
～
」
は
、
能
の
「
白
楽
天
」

　

に
類
似
の
問
答
が
見
ら
れ
る
。

　

「
衣
」
は
現
在
の
神
楽
で
は
「
ち
は
や
」

　

と
呼
ん
で
い
る
。

○
「
セ
イ
ハ
ニ
～
」
は
、
小
林
市
の
岩
戸

　

神
楽
の
演
目
「
つ
な
の
と
ひ
」
に
類
似

　

の
歌
が
見
ら
れ
る
。

形畝

-

-

-

-

延
暦
噴
火

コ

マ
タ

(

雲)

(

事)

(

帯)
(

腰)

(

座)

(

肩)

マ
ヨ

イ
ヽ

サ
ト

ト
ク

ベ
ウ

ト
ウ

(

波)

(

守　

護)

(

池)

サ

た
と
へ

ン

ハ
フ
ゆ

シ
ゆコ

ウ

て
キ

ソ
宇

あ
ま
子

ケ
ツ

カ
イ

と
う

せ
イ

サ
イ
ハ

(

郎)

(

宕)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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カ
ク
ツ
チ
ノ
ミ
コ
ト
ヽ
現
ズ

七
万
七
千
七
百

　
　
　

西
方

　

シ
ヱ
ン
方
遠
リ
芲
ノ
開
ル
ヒ
シ
ヨ
ウ
ロ

　

コ
ト
ウ
ハ
ノ
落
時
ア
サ
カ
ヤ
マ
カ
ケ
サ
ヘ
見
ル

　

山
ノ
イ
ノ
ア
サ
ク
ワ
人
ヲ
思
物
カ
ナ

　

ヲ
フ
ソ
レ
サ
承
候
西
方
ノ
金
神
金
ワ

　

金
山
ヒ
コ
ノ
尊
ト
現
ス
サ
レ
ハ
神
名
多

　

叓
八
万
八
千
八
百
右
同

　
　
　

北
方

　

遠
ク

奥
寒
山
ニ
登
テ
四
季
ノ

　

ケ
イ
ナ
ヽ
メ
ナ
リ　

シ
テ
ア
イ
ス
ル

　

法
イ
ン
ノ
ク
レ
ゾ
ウ
イ
ウ
ワ
時
月
ノ

　

花
ヨ
リ
モ
紅
葉
成
リ
ナ
ニ
ワ
ヅ
ニ

　

サ
ク
ヤ
コ
ノ
ハ
ナ
冬
ゴ
モ
リ
今
ヲ
春

　

ベ
ト
サ
ク
ヤ
コ
ノ
芲
ヲ
ウ
ソ
レ
サ
承
候

　

北
方
ノ
水
神
水
ワ
田
象
姫
ノ

　

命
ト
現
ズ
サ
レ
バ
神
名
多
叓
九
万

○
「
ア
サ
カ
ヤ
マ
～
」
の
歌
は
、
嘉
永
本

　

で
は
北
方
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

　

万
葉
集
の
「
安
積
山
」
の
歌
に
酷
似
し

　

て
い
る
。

○
「
遠
ク
～
」
の
歌
は
、
唐
の
詩
人
で
あ

　

る
杜
牧
の
漢
詩
「
山
行
」
に
酷
似
し
て

　

い
る
。

○
「
ナ
ニ
ワ
ヅ
ニ
～
」
の
歌
は
、
嘉
永
本

　

で
は
西
方
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

　

古
今
和
歌
集
の
「
難
波
津
」
の
歌
か
ら

　

の
引
用
と
思
わ
れ
る
。

形畝

-

-

-

-

(

花)

(

井)
(

浅)

(

事)

(

座)

(
 

暮 
)

(

咲)

(

咲)

(
 

花 
)

(

花)

(

事)

(

　

難　

波　

津　

)

(

安
積
山
／
安
積
香
山)

(

影)

コ

マ
タ

マ
ヨ

イ
ヽ

サ
ト

ト
ク

ベ
ウ

ト
ウ

サ

た
と
へ

ン

ハ
フ
ゆ

シ
ゆコ

ウ

て
キ

ソ
宇

あ
ま
子

ケ
ツ

カ
イ

と
う

せ
イ

サ
イ
ハ

(

郎)

(

宕)

但
寺
燒
失

右
同

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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九
千
九
百
右
同

　
　
　

中
央

　

ヲ
ウ
ナ
ニ
〳
〵
中
央
ノ
土
神
土
坦
山
姫
ノ

　

尊
ト
現
ス
サ
レ
バ
神
名
多
叓
大
地
ニ

　

拾
万
八
千
小
地
ニ

五
万
五
千
ノ

諸
神

　

守
護
シ
テ　

せ
ハ
此
方
モ
イ
カ
デ

　

悪
广
ハ
来
ル
マ
ジ

　
　
　

天

　

ヲ
ウ
ナ
ニ
〳
〵
天
ノ

高
キ
叓
ヲ
ヤ
天
ハ
三
拾

　

三
天
ノ

内
梵
天
湯
達
天
雲
ニ
交
テ

　

龍
神
ノ

波
打
音
ワ
天
地
ニ

響
キ

　

雷
ワ
ツ
ヾ
ミ
ヲ
打
龍
女
ワ
雨
ヲ

　

降
ス
天
人
ノ

影
向
ノ

所
ニ
テ
舞
ヲ

　

マ
イ
舞
衣
ノ

袖
ヲ
翻
ス
叓
ワ
神

　

明
ソ
ウ
ノ
シ
ハ
ザ
ニ
テ
候
得
バ
此
方

　

ニ
モ
イ
カ
テ
悪
广
ハ
来
マ
ジ

　
　
　

地

○
「
坦
山
姫
」
は
、
嘉
永
本
で
は
「
は
や

　

山
姫
」
と
あ
る
。

形畝

-

-

-

-

延
暦
噴
火

コ

マ
タ

(

　

鼓　

)

(

事)

(

事)

(

事)

(

座)

(

魔)

(

魔)

(

腰)

(

肩)

マ
ヨ

イ
ヽ

サ
ト

ト
ク

ベ
ウ

ト
ウ

(

波)

(

守　

護)

(

池)

サ

た
と
へ

ン

ハ
フ
ゆ

シ
ゆコ

ウ

て
キ

ソ
宇

あ
ま
子

ケ
ツ

カ
イ

と
う

せ
イ

サ
イ
ハ

(

郎)

(

宕)

但
寺
燒
失

右
同

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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大
地
ノ
深
キ
叓
ヲ
ヤ
五
万
五
千
五
百

　

五
拾
五
尋
五
寸
五
分
也
此
ノ

内
ニ

モ
テ
訶

　

告
ト
云
王　

此
王
ノ

ム
子
ノ

間
ニ

火
輪

　

水
輪
風
輪
ト
テ
三
ツ
ノ

車
有
初
ノ

　

車
ハ
火
出
ス

次
ノ

車
ハ
水
出
ス

次
ノ

　

車
ハ
風
ヲ
出
ス

是
モ
神
代
始
ノ

ト
キ

　

如
此
ニ

皆
成
就
仕
玉
ウ

所
ニ
テ
候
ヘ
ハ

　

此
方
ニ

モ
イ
カ
デ
悪
魔
ハ
候
マ
ジ

　
　
　

従
是
拾
弐
方

　

子
ノ

方
毘
羯
羅
太
将
軍
ニ

テ

候

　

丑
ノ

方
松
壮
羅
太
将
軍
ニ

テ

候

　

寅
ノ

方　

達
羅
〻

　

卯
ノ

方
摩
虎
羅
〻

　

辰
ノ

方
波
夷
羅
〻

　

巳
ノ

方
因
達
羅
〻

　

午
ノ

方
珊
底
羅
〻

　

未
ノ

方
安
儞
〻

○
「
十
二
方
」
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
本
で

　

は
「
是
よ
り
子
の
方
ハ
い
か
に
、
子
ハ

　

ひ
ぎ
や
ら
大
将
軍
、
丑
招
と
ら
、
寅
ハ

　

し
ん
た
ら
、
卯
は
ま
ご
ら
、
辰
ハ
は
い

　

ら
、
巳
ハ
い
ん
た
ら
、
午
ハ
さ
ん
ち
ら
、

　

未
ハ
あ
に
ら
、
申
ハ
あ
ん
ち
ら
、
酉
ハ

　

め
う
き
ら
、
戌
ハ
は
い
ら
、
亥
ハ
く
ひ

　

ら
」
と
あ
る
。

㫖

寔

-

-

-

-

延
暦
噴
火

コ

マ
タ

ギ
ヤ

ト

シ
ン

(

真)マ

ゴイ

イ
ン

サ
ンア

ニ(

羅
ヌ
ケ)

タ

(

帯)

(

事)

(

座)

(

肩)

マ
ヨ

イ
ヽ

サ
ト

ト
ク

ベ
ウ

ト
ウ

(

波)

(

守　

護)

(

池)

サ

た
と
へ

ン

ハ
フ
ゆ

シ
ゆコ

ウ

て
キ

ソ
宇

あ
ま
子

ケ
ツ

カ
イ

と
う

せ
イ

サ
イ
ハ

(

郎)

(

来)
但
寺
燒
失

右
同

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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申
ノ

方
頞
底
〻

　

酉
ノ

方
迷
企
羅
〻

　

戌
ノ

方
伐
折
〻

　

亥
ノ

方
宮
毘
羅
大
将
軍
〻

　

正
徳
五
歳
乙

未

三
月
朔
日　

篤
信(

花
押)

　
　
　

東
霧
嶋
山　
　

押
領
司
河
内
守

　
　
　
　
　

□
主

　
　
　
　
　
　
　

押
領
司
五
郎
次

　
　
　
　
　

此
主

　
　
　
　
　
　
　

押
領
司
五
郎
次

　
　

高
原

○
正
徳
五
歳
・
・
・
一
七
一
五
年

㫖

寔

-

-

-

-

延
暦
噴
火

コ

ア
ン

ハク

ビ サ チ

(

帯)
(

腰)

(

肩)

マ
ヨ

イ
ヽ

サ
ト

ト
ク

ベ
ウ

ト
ウ

(

波)

(

守　

護)

(

池)

サ

た
と
へ

ン

ハ
フ
ゆ

シ
ゆコ

ウ

て
キ

ソ
宇

あ
ま
子

ケ
ツ

カ
イ

と
う

せ
イ

サ
イ
ハ

(

郎)

但
寺
燒
失

右
同

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神

(

羅
ヌ
ケ)

(

羅
ヌ
ケ)

(

書
カ)



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年



『
御
神
樂
次
第
』



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年
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延
享
四
年

　
　

高
原
麓

　
　

卯

十
月
廿
日

（
白
紙
）

　
　
　

御
神
樂
次
第

　

動
〻
多
羅
利
屋
千
代
多
羅
利
天
仁

　

音
樂
四
方
響 
成
玉
フ
神
代
旧
記

　

絶
セ
ス
シ
テ
普 
御
宝
殿
舞
女
立
ル

　

叓 

天
細
女
命 

像
神
明
御
意
ヲ

　

和
け
テ
千
代
マ
テ
ノ
神
午
白
是
仕
宮

　

宮
商
届

○
延
享
四
年
・
・
・
一
七
四
七
年

-

-

-

-

延
暦
噴
火

ニ

ンヘらト
は

ク

ノ

ト
ヲ
ト
リ

乃乃

仁

ヨ

モ

ミ

ノ

宇

宇

宇

宇

ニ

イ

ヲ

キ
ヲ

子
ク

仁

ウ
シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

春)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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御
神
樂
次
第

　

動
〻
多
羅
利
屋
千
代
多
羅
利
天

　

音
樂
四
方
響 

成
玉
フ
神
代
旧
記

　

絶
セ
ス
シ
テ
普 

御
宝
殿
舞
女
ヲ
立
ル

　

叓 

天 

細
女
命 

像
神
明
御
意
ヲ

　

和
け
テ
幾
千
代
マ
テ
ノ
神
午
白
是
仕

　

宮
商
届
徴 

羽 

郷 

五
音
八
音 

禾

　

奏
シ
舞
衣 

神 

風
翻 

シ
四
魔
ノ

　

怨
敵 

退 

剰
擧
手
動
足
舞
ヲ
以

　

如　

随
形
神
ヲ
現
無
明
煩
悩
ノ

　

雲
拂
イ
長
夜
ノ
闇 

照
シ
清
水　

ヲ

　

如
移 

神
明
令
和
禾
玉
フ
皇
祚
玉
躰
ヲ

　

祈
ル
也
神 

手
向 

是 

仕
宇

　

如
此
音
禾 

神
一
代
照
覧
斜 

 
起
居

　

動
静 

間　

断
悪
證
理
観
解
ヲ
ユ
ウ

　

モ
ノ
也
於
此　
　
　
　

一
心
清
浄
召
無

　

二
ノ
心
ザ
シ
専
ニ
シ
現
當
二
世
ノ
□
希
望

○
「　

」
に
つ
い
て
は
意
味
不
明
の
た
め
、

　

文
書
の
表
記
通
り
と
し
た
。

-

-

-

-

入
句
当
檀
主

　
　

当
檀
那

ヘ

ス

ノ

ト
ヲ

ト

乃
乃

ツ
ト
ン
乃

仁

ミ

ロ

らト
は

ウ

宇
メ
ノ

ク

ク
チ
ョ
宇

ン

ク

ト

ン
仁

ヨ

モ

ミ

ノ

宇

宇

宇
乃

宇

ビ
キ

ヲ
ン

マ

テ

宇宇ン

ウ

ヲシノ

ン

ク
ニ

乃

ク

ミ
乃

ミ

タ
ン

ナ
ク

タ

宇

宇
ノ

タ
仁
は

け
ニ

レ
ヲ

ス
ガ

ス

ク

ニ

レ

レテ

仁

ら

仁

宇
ナ
イ

イ

宇宇

ミ

シ

シ

イ

イ

イ

ガ

ミ
ヲ

宇

宇

宇乃

ン

け

宇

ニ

メ
ナ
ク

サ

宇

宇

キ
ヲ

り
ソ
け

イ

ヘ

コ

シ
ユ

ン
乃

テ
ノ

宇
ヒ
カ
ヘ

第
三

第
三

宇

ニ

イ

ヲ

ヲヲ

(

楽)

(

楽)

(

楽)

宇

キ
ヲ

シ

子
ク

仁

ウ
シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

事)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠

茬敢影
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一
〻
成
宇
就
如
意
満
足
ニ
テ
七
難

　

悉
除
令
成
玉
フ
依
是 

今
幸
千
代
ノ

　

御
神
樂
奉
唱
也
手
取
鈴
ハ
ナ
ニ
ヲ
カ

　

振
鳴
乱
ン
地
破
舞

　

只
今
此
所
拝
見　

御
神
屋
荘
リ

　

ミ
ハ
ケ
ヲ
コ
ン
リ
ウ
シ
四
角
八
方
御
注
ヲ

　

引
き
大
鼓
打
笛
吹
五
音 

八
音 

禾
ヲ

　

奏
天
動 

上
大
地
動
候
叓
大
地
ト
云
者

　

天
神
七
代
始
ヨ
リ
地
神
五
代
マ
テ
地
神

　

是
澒
ス
ル
也
五
代
始
神
代
四
弓
以

　

此
地
破
大
小
諸
神
勧
請
申
サ
ン
ト
ノ

　

思
ヲ
ナ
シ
候
叓
四
弓
根
源
可
有
早

　

〻
申
聞

　

御
ユ
ル
シ
可
有
々
々

　

抑
地
神
五
代
始
神
代
四
弓
根

　

源 

叓
ヲ
ヤ
神
祇
地
破
地
鎮 

弓
□

　

用 

事
四 

矢
四
天
王
弓
ハ
日
輪
観

○
神
楽
で
は
、こ
こ
か
ら
「
大
光
神
・
地
割
」

　

に
お
け
る
鬼
神
の
唱
教
と
な
る
。

○
こ
こ
か
ら
は
、「
地
割
」
の
弓
矢
を
持
っ

　

た
直
面
の
「
オ
ン
ズ
」
が
唱
教
す
る
。

-

-

-

-

入
句
当
檀
主

　
　

当
檀
那

波

ヨ

メ

サ

(

割)

(

事)

(

事)

ル

乃イ

ケ

ソ
ウ
シ

ヲ

ヲ

ヲ

リ

ト

ヲ

ヲ

(

マ
マ)

宇 ニ

ノ

ノノ

ノ

ノ

チ

仁

ン

ン

ン

(

矢)

仁

波

宇

ン
ト

ン
乃

ツ
ノ

ウ
ル

ン

シ

リ

チ
ン
ト
テ レ

ノ

せ

メ

メ

メ

キ
ヲ

ヲ

シ

ヲ
キ

ト

ヲ
ン
ノ
シ

ヲ

テ

仁テ

ヲ

ク

ツ

ツ

□
ン
ノ
ガ
ク仁

メ

イ

ン
ス
ル
仁

コ

イ

レ
仁

ン

ク
ニ

ノ

レ

ウ
シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

春)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠

茬敢影
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也
中
央
立
八
方
藤
鞭 

當
見 

則
チ

　

輪
宝　

ナ
リ　

湯
根
本
其
故
ニ

　

如
何
白
色
中　

赤
色
上
也
弓
竹
ヲ

　

用
叓
不
長
不
緩
ニ
シ
テ
空
虚
成
神
也

　

四
弓
ト
云
者
第
一　

陣
弓
第
二　

　

向
弓
第
三
治
世
井
弓
第
四
護
持

　

弓
也
先　

陣
弓
ト
云
者
高
天
原
ニ
テ

　

日
神
主
糸
戔
鳴
尊
タ
〻
カ
イ
玉
フ

　

弓
乍
居
治
給
弓
也
日
神
ハ
地
□
□

　

負
靭 

臂 
着
威
稜
高
鞆
手

　

提
弓
矢
ヲ
親 
迎　

防
禦
給
叓
則

　
　

陣
弓
也　

向
弓
云
者
天

　

□
彦
賜　

弓
ナ
リ
高
皇
産
霊
之

　

尊
更
諸　

神
タ
チ
ヲ
奮 

問 

□

　

遣
者 

僉
曰
天
津
國
玉
之
子
天
稚

　

彦
是
牡
於
是
高
皇
産
霊
□

　

賜　

天
ノ
稚
彦
天
ノ
カ
コ
弓
天
羽

○
前
段
に
続
き
、「
地
割
」
の
弓
矢
を
持
っ

　

た
直
面
の
「
オ
ン
ズ
」
が
唱
教
す
る
。

○
返
り
点
の
打
ち
方
は
原
文
通
り

-

-

-

-

入
句
当
檀
主

　
　

当
檀
那

キ
ぜ
ン
ノ

仁

ニ

ノ

ヅ

ノ

ン

ニ乃

乃

ヘ

ル
カ
ミ

ク
宇

キ
ヨ ニ

タ
ケ

宇

(

事)

(

事)

(

座)

(

座)

(

座)

(

発)

(

発)

(

形)

(

陰)

仁

ツ

宇

ン

ン

ノ

ク

キ
ウ
ナ
ミ
仁
シ

レ

レ

レ
三

一

レ
二

宇

ト

キ

ノ

テ

ニ

ミ
ナ

ク

マ

ク
ニ

ミ
コ

ア
□

イ

ヲ
サ
メ

ツ
サ

(
 

素 
)

ミ
ツ
カ
ラ
ム
カ
ヘ
テ

イ

ヅ

カ
フ
セ

宇
ヲ
テ
ニ

フ
ト
ヘ
テ

ト
テ

ノ

ヒ

キ

仁

仁

メ

メ

ト

カ

ミ

タ
ケ
キ

タ
マ
ハ
ツ
タ
ル

ヲ
イ

□
ツ

ユ
キ
ヲ

タ
ヽ
ム
キ

ノ

(

稚)

タ
マ
ワ
ツ
タ
□

□
□
ニ

〳
〵
ノ

ノ

ノ

ト

ヲ

ン

宇

宇

ヘ
仁

□

(

陽)

イ
ン

宇
フ
チ
ヲ

テ

ル
ニ

ノ

ウ
シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

春)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠

形畝影
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々
矢
ヲ
以
遣
ス
是
乃 

　

向
弓

　

也
天
メ
稚
彦
娶　

顕
國
玉
女
子
下
照

　

□ 

馭　

 

中
ツ
國
怪　

其
久
不
来 

高

　

□
産
霊
命
遣　

無
名
雉
伺 

之

　

□
稚
彦
□
前
居　

湯
枩
桂

　

□
梢 

時
天
□
女
見
謂
天
稚
彦

　

□
□
高
皇
産
霊
ノ
賜　

弓
ト
□

　

□
雉
斃 

雉
タ
カ　

詞
達

　

到
高
皇
産
霊　

前
尊
見

　

見
其
矢
曰
是
矢
昔 

我
天

　

稚
彦
賜
矢
也
其
矢
血
染
取

　

矢
ヲ
投
下
天
稚
ノ　

 
ノ
上 

中
テ
立

　

死 

乃
遣　

疾
風
擧
尸　

 
到 

天 

喪

　

屋
ヲ
造
而
殯 

此
ノ
弓　

向
弓
也

　

是
ヲ
コ
ソ
五
代
始
二
弓
名
付
タ
リ

　
　
　

荒
神

　
　

陣　

向
之
弓
モ
如
此
ニ
テ
候

○
こ
こ
か
ら
は
「
大
光
神
」
の
唱
教
。

-

-

-

-

入
句
当
檀
主

　
　

当
檀
那

ア
ヤ
シ
ン
テ

ノ

ト
つ
か
は
シ
テ

ム
ス

ビ

仁

ニ

タ
ツ
テ

ヘ
仁

イ
タ
ツ
テあ

た

ン
仁

ノ

チ

ち
タ
カ
ム
子

ン
ザ
キ

ム
子
ヲ

ヲ

ヲ

ク
コ
ノ

コ
ロ
ス

タ
マ
ワ
タ
ル

テ

テ
ト

テ
レ

メ

テ

二

二

(

一)
(

マ
マ)

テ

ス

ニ

ヲ

(

矢)

ミ
ソ
ナ
ハ
□

カ
ツ
ラ
ノ

ク

シ
テ

レ

レ

レル

ニ

□
□
仁
シ

ルゲ
チ

レ

テ

テ
も
が
り

ハ
シ
テ

は
や

チ
ヲ

子

メ

ク シ
仁
カ
バ
子
ヲ

レ

ス

メ
は
か

ム
ス
メ

テ
ツ
カ
ハ
ス

メ
ヲ

(

姫)

(

皇)

(

天)

(

木)

(

則)
(

取)

(

門)

□
イ
タ
マ
ウ

ヘ
仁

サ
ク
ヒ
メ

ヲ
サ
メ
ン
ト
ス

メ
ト
カ
ハ
ス

ム
ス

ビ

ヲ

ノ

(

発)

(

座)

(

発)

(

発)

(

松)

ノ

レ
ス
ナ
ワ
チ

メ

ム

ナ
シ

ウ
シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

春)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠

脅

脅

匈影
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治
世
護
持
弓
根
源
早
々
申
聞

　
　
　

御
ユ
ル
シ
可
有
云

云

　

抑
治
世 

弓
ト
云
者
彦
火
々
出
ノ

　

見
尊
ノ
御
弓
也
出
見
尊
不
合
ノ

　

尊
御
父
也
木
花
開
姫
ハ
御
母

　

也
兄
火
闌
降
尊
ハ
海
幸
ア
リ

　

弟
ノ
出
見
尊
ハ
山
幸
有
各
々

　

相
易
不
得
其
利
見
□
之 

ヲ

　

乃
還 
弟
ノ
弓
ト
矢 

而
□ 

己
釣

　

弟
尊
兄 
釣
失
無
田
訪
不

　

見
出
見
尊
憂
テ
海
畔 

行

　

冷 

時
塩
土
老
翁
ノ
教 
随
遊

　

行
テ
海
神 

宮
娶　

豊
玉

　

姫 

三
年
經
海
神 

授 

故 

釣
又
潮

　

満
瓊
及
潮
ヲ
涸
瓊 

持
還　

郷

　

逼
悩　

兄 

是
于
治
世
ノ
弓
也
護
持

　

弓
ハ
天
ノ
孫 

降
臨
ノ
御
時
持

○
こ
こ
か
ら
は
「
地
割
」
の
セ
キ
の
唱
教
。

-

-

-

-

入
句
当
檀
主

　
　

当
檀
那

ノ

ノ

イ
ノ

カ
ソ

ホ

ク

か
へ
ツ
て

ス

三(

二)

一

一

一

二

(

二)
(

レ)

せ　

り
ノノ

ノ

コ
ノ
カ
ミ

ト

ト

ヲ

トキ

キ

(

一)

ヲル

せ
メ

ナ
ヤ
マ
ス

か
ミ
ヲ

ミ
マ
ゴ

□
宇
リ
ン

マ

ビ

ル

イ

マ
と

ツ
ミ
ノ

ノ

キ
ナ

キ
シ
ヲ

サ
マ
ヨ
宇

宇
リ
ヘ サ

チ
ヲ

ノ

シ

モ

キ

リ
仁

仁

ン
□
タ
ツ
ミ
カ
ミ

メ
ト
リ
テ
ミ

ヘ
仁

テ
マ

ヲ

ノ

ク

キ

シ

テ
か
へ
ツ
テ

□
く
せ
ん

モ
□
ノ

二

レ

レ

レ

ユ

□
□

(

悔)

(

乞)

宇

(

由)
口
傳
有
リ

□
□
□

ン

ミ

チ

チ

リ

は
ナ

サ
ク
ヤ

ノメ

仁 ン

せ

ミ

ウ
シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

春)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠

脅

脅

匈影
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玉
フ
弓
也
□
ノ
孫
□
ク
天
照
太
神

　

孫
又
名
皇
孫
ト
申
ハ
母
方

　

高
皇
産
霊
孫
故
瓊
々
杵

　

尊
降
臨
ノ
時
き
天
忍
日
命

　

天
槵
津
大
来
目
尊
背
負

　

天
之
磐
靭
臂 

着 

稜
威

　

高
靭 

手
提 

天
櫨
弓
天
羽

　

々
矢
ヲ 

降
来
州 

日
向
襲
高

　

千
穂
槵
日
二
上 

峯
天
浮
橋

　

上
時
持
給
弓
也
以 

之
地
破
四
方

　

天
浮
橋
立
矢 
中
央
有

　

習
護
持
弓
モ
如 

此
ニ
テ
候
地
二

　

弓
ヲ
以
神
代
ヨ
リ
仁
皇
マ
テ
國
土
太

　

平
治
給　

弓
ナ
リ

　
　

荒
神

　

扨
者
四
弓
ノ
根
本
貴
カ
ナ
ヤ
神
代

○
祓
川
神
楽
で
は
、
鬼
神
は
こ
の
唱
教
を

　

終
え
て
御
講
屋
か
ら
出
て
行
く
。

-

-

-

-

入
句
当
檀
主

　
　

当
檀
那

波

ト

ン

メ

ノ

ノノ

ノ

ノ

ミ
ノモ

ツ
テ

能

ヲ

シ

仁

ノノ

ノ
ノ

カ

ミ

ハ ト

仁

ス

タ

(

天)
(

曰)

シ

ツ

ノ

ヲ

〳
〵

ト
ツ
テ

タ

リ
シ
ウ

シシ

宇

キ

テ

ヲ

宇

仁

ア
リ

仁

宇

レ

レ

レ

一

一

ヲ宇

二

二 キ
ヒ

キ

イ仁

メ

宇
メ
ク

ノ

ク

ノ

レ

ノ

之仁

ウ

ノ

ウ
シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

春)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠

脅

脅

匈影
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四
弓
ヲ
以
天
地
定
地
破
四
方
ヨ
リ

　

来 

悪
マ
ヲ
タ
イ
サ
ン
シ
も
諸
ノ
神

　

明
ヲ
宗
敬
申
サ
レ
ヨ
我
モ
同
前

　

故
可
然
候

　

于
時
正
徳
五
歳
乙

未

三
月
朔
日

　
　
　

東
霧
嶋
山

　
　
　
　

押
領
司
河
内
守
篤
信(

花
押)

　

延
享
四
年　

押
領
司
亀
之
丞

　
　

高
原
麓
衆
中
名
麻
也

　

拾
月
廿
日

　
　
　
　
　
　

押
領
司
亀
之
丞

○
正
徳
五
年
・
・
・
一
七
一
五
年

○
延
享
四
年
・
・
・
一
七
四
七
年

○
「
麻
」
は
原
文
よ
り
こ
の
字
を
推
測
し

　

た
。

-

-

-

-

入
句
当
檀
主

　
　

当
檀
那

ら
ン

イ仁

ク

ル

ロ
ウ

メ

メ

ヲ

ノ

ウ
シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

春)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠

脅

脅

匈影



『
舞
数
記
』



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年
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押
領
司
川
内

　

舞
数
記

（
空
白
）

　
　
　

住
吉
舞

　

抑
住
吉
大
明
神
ト
云
者
根
本
日
向
タ
チ
ハ
ナ
ノ

　

小
戸
瀬
ヨ
リ
現
出
玉
フ
岩
戸
ノ

前
ニ

マ
イ
リ
拜

　

奉
ル
ニ
左
ハ
蔵
王
権
現
右
ハ
龍
蔵
権
現

　

皆 

火
ノ

御
神
前
ハ
戸　

ノ　

ス
其
時
三

　

所
権
現
ノ
哥
ニ

曰
ヲ
イ
風
ノ

羽
吹
モ
ト
ス
白

　

サ
ギ
ノ
サ
高
砂
ノ

松
ノ

梢
ト
ゲ
ン
ジ
玉
フ
住
吉

　

□
明
神
ノ
哥
ニ

住
吉
ノ
松
ニ

嵐
ノ
吹
夜
ハ
同
ジ
此
間

　

ノ
月
ヲ
コ
ソ
マ
テ
ト
エ
ン
ジ
玉
フ
奉
日
大
明
神
ノ

哥
ニ

　

春
日
野
ノ
若
ム
ラ
サ
キ
ノ
ス
リ
衣
シ
ノ
ブ
乱
カ
キ

○
「
春
日
野
～
」
の
歌
は
伊
勢
物
語
等
に

　

見
ら
れ
る
。

-

-

-

-

(

陰)
(

座)

コ

ウ
シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也

(

大)

(

春)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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リ
シ
ラ
レ
ジ
ト
エ
ン
ジ
玉
フ
其
時
天
照
太
神
ノ

御

　

哥
ニ

曰
シ
バ
シ
コ
ソ
ハ
山
シ
ゲ
山
シ
ケ
ル
ト
モ
神
道
□

　

奥
ニ

道
ハ

有
モ
ノ
ヨ
ト
カ
ク
エ
ン
ジ
サ
セ
玉
フ

　

天
照
太
神
ハ
御
詠
覧
モ
不　

一
社
ニ
テ
ハ

　

難
叶
大
和
ノ

國
太
玉
ノ
権
現
ヲ
舞
出
御
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樂
ヲ
本
ソ
ウ
申
サ
ハ
ヤ
ト
存
候

　

祝
言

　
　
　
　
　

太
神
祝
言

　
　

大
和
國
太
玉
命

　

抑
天
地
開
闢
ノ
神
代
ニ　

神
陽
神
ス
テ
ニ

　

□
土
ヲ
ア
ラ
ソ
イ
玉
イ
□　

神
怒
ヲ[

　
　
　

]

　

□
ウ
ハ
イ
□
リ
天
ノ
岩
戸
ニ

ト
チ
□
モ
リ
玉
フ
然
ハ

　

□
□
常
時
ニ

シ
テ
千
草
万
物
成
□
シ
カ
タ
シ

　

依
夫
大
小
ノ

諸
神
ツ
ト
イ
テ
檢
義
ヲ
以[

　
　

]

　

前
ニ

庭
火
ヲ
タ
キ
天
ノ

カ
コ
ヤ
マ
ノ
真
坂
木
ヲ
ウ
エ

　

上
ツ
枝
ニ

御
統
ヲ
カ
ケ
中
ツ
枝
ニ
ハ

八
咫
鏡

　

下
ツ
枝
ニ
ハ

青
幣
白
幣
手
ヲ
□
□
カ
ケ
申
□

　

玉
ヘ
ト
天
照
太
神
ハ
御
詠
覧
モ
不　

又
信
濃

○
「
シ
バ
シ
コ
ソ
～
」
の
歌
は
、
『
三
国
名

　

勝
図
會　

巻
五
十
三
』
の
狗
留
孫
権
現

　

社
の
項
目
で
、
神
武
天
皇
の
歌
と
し
て

　

登
場
す
る
。
ま
た
、
鹿
児
島
県
の
藺
牟

　

田
神
舞
「
重
山
の
舞
」
に
も
同
じ
歌
が

　

登
場
す
る
。

○
「
太
玉
命
」
は
、『
古
事
記
』
上
巻
や
『
日

　

本
書
紀
』
巻
第
一
第
七
段
等
、
天
岩
戸

　

開
き
に
登
場
す
る
神
。

　

「
高
市
郡
～
」
は
現
在
の
奈
良
県
橿
原

　

市
に
あ
る
天
太
玉
命
神
社
を
指
す
か
。

○
「
真
坂
木
」
か
ら
「
白
幣
手
」
ま
で
は
、『
日

　

本
書
紀
』
に
準
じ
た
神
歌
と
な
っ
て
い

　

る
。

-

-

-

-

延
暦
噴
火

コ

ウ
シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也

(

大)

(

ノ)

(

座)

(

座)

(

陰)

(

陰)
(

国)

(

光
ヲ)

(

天　

地)
(

闇)
(

長)

(

ト)
(

コ)

(

テ)
(

ナ
シ
日
月
ノ)

(

岩
戸
ノ)

シ
ナ

□
□

(
シ
ン
ノ
シ
ヤ
□
□)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

高
市
ノ
郡

五
十
四

　
　

内

祝御

祠
神
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國
太
力
鳴
ノ
明
神
ヲ
舞
出
シ
御
神
樂
ヲ
本

　

ソ
ウ
申
サ
ハ
ヤ
ト
存
候

　
　
　

手
力
鳴
明
神
信
濃
ノ

國
戸　

ノ

明
神
ト

申
也

　

抑
神
代
根
源
明
德
ナ
ラ
ン
時
素
戔
嗚
尊

　

悪
行
ニ

依
テ
日
神
天
ノ
岩
戸
ニ

ト
チ
コ
モ
リ
玉
フ[

　
　

]

　

真
ノ
國
常
闇
ニ

シ
テ
晝
夜 

相
カ
ワ
リ
□
モ

　

□
□
代
ノ
諸
神
檢
義
ヲ
以
テ
天
ノ
児
屋
根
命

　

ト
ハ
大
諄
辞
ヲ
司
リ
天
細
女
ノ

命
□
舞
ヲ

　

ヨ
ク
ス
然
ル
ニ

岩
戸
細
目
ニ

ア
ク
手
力
諸
神
ニ

　

力
ス
ク
レ
シ
カ
ハ
カ
タ
ニ

ハ
太
タ
ス
キ
ヲ
カ
ケ
岩
戸
ヲ

　

取
テ
引
別
シ
梵
天
ニ

投
玉
ヘ
ハ
世
界
明
ナ
リ
其
時

　

大
和
言
ハ
和
テ
面
テ
白
ト
ハ
申
也

　

右
四
番
之
小
舞
太
神
御
神
樂
中
半
ニ

用
也

　
　

三
笠　

下
舞
付
弘
目
之
叓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
内
ノ

枚
岡
鎮
守
也

○
「
枚
岡
ノ
鎮
守
」
は
、
現
在
の
大
阪
府

　

東
大
阪
市
の
枚
岡
神
社
か
。

-

-

-

-

延
暦
噴
火

ツ
マ

(

八
百
カ)

(

陰)

(

ヲ)

(

其
時
葉
カ)

(

ハ)

(

繰)

ウ
シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也

(

大)

(

ノ)

(

国)

(

光
ヲ)

(

天　

地)

(

闇)

(

長)

(

ト)

(

コ)(

テ)

(

ナ
シ
日
月
ノ)

(

岩
戸
ノ)

シ
ナ

□
□

(

シ
ン
ノ
シ
ヤ
□
□)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

思
兼
ノ
神
ノ

御
子
ン
太
力
神
ニ
テ

□
春
日
ノ

別
社
也

五
十
四

　
　

内

緒騨

祠
神
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抑
三
笠
ト
云
者
表
三
笠
山
ヲ

是
春
日
山
ノ

　

叓 

也
去
ハ
和
歌
ニ

曰
鹿
島
ヨ
リ
鹿
ニ

乗
テ

　

春
日
ナ
ル
三
笠
ノ

山
ニ

浮
雲
ノ
宮
浮
雲
ノ
宮

　

ト
ハ
鹿
島
ノ
明
神
ノ
御
叓
ナ
リ
祖
ハ
甕
ノ

　

速
日
ノ
神
ノ
御
子
ヲ
曰 

武
甕
槌
神
ト

　

神
護
景
雲
ノ
年
中
ニ

鹿
ニ

乗
テ
三
笠
ノ

　

山
ニ

移
給
ヲ
曰　

浮
雲
ノ

宮 

若
宮
是
也

　
　
　

八
乙
女
舞　

神
也

　
　
　

将
軍
花
男
舞
陽
神
也

　

天
地
循
濃
有
廻
左
旋
右
旋
儀
也

　

唯
今
奉
舞
將
軍
舞
ト

云
者
日
神
ノ

移
シ

御
影
ヲ

皆

　

靫
負
臂
ニ

着 
稜
威
ノ

高
鞆
ヲ

腰
ニ

帯
十
柄

　

□
釼
ヲ

四
将
軍
ヲ

現
シ
家
ノ

四
方
ニ

幣
ヲ
立
ル
コ
ト

　

第
一
ニ

武
甕
□
尊
鹿
島
大
明
神
ト
現
常
陸
國

　

奉
崇
也
第
二
ニ

經
津
主
尊
香
取
大
明
ト
ア
ラ
ハ
レ

　

下
總
ノ

國
香
取
郡
ニ

崇
也
第
三
ニ

表
ツ
中
ツ
底
ツ
三
柱
ノ

尊

　

住
吉
大
明
神
ト
現
今
攝
津
ノ

國
住
吉
ノ

郡
ニ

跡
ヲ

垂

　

奉
崇
也
第
四
ニ　

田
大
明
草
薙
釼
御
身
躰

○
「
神
護
景
雲
」
は
七
六
七
～
七
七
〇
年

　

春
日
大
社
の
縁
起
で
は
、
、
武
甕
槌
尊

　

が
鹿
島
か
ら
御
蓋
山
に
降
り
た
後
祀
ら

　

れ
た
と
あ
る
。

○
「
常
陸
國
」
は
現
在
の
茨
城
県
に
あ
る

　

鹿
島
神
宮
、
「
下
總
國
」
は
千
葉
県
の

　

香
取
神
宮
、
「
攝
津
國
」
は
大
阪
市
の

　

住
吉
大
社
、
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
。

-

-

-

-

延
暦
噴
火

ツ
マ

(

八
百
カ)

ヲ
ン
コ
ト

カ
ミ
ノ

ス
ナ
リ

(

事)

(

陰)

マ
ウ
ス
ナ
リ

(

槌)

ツ

(

熱)
(

神
ヌ
ケ)

ふ

ヌ
シ

タ
イ
シ

ミ

ミ
ヲ
ヤ

ミ
カ

(

其
時
葉
カ)

(

ハ)

(

繰)

ウ
シ
ロ
ハ

サ

二

二

二

一

二

一

一

一

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也

(

大)

(

ノ)

(

国)

(

光
ヲ)

(

天　

地)

(

闇)

(

長)

(

ト)

(

コ)(

テ)

(

ナ
シ
日
月
ノ)

(

岩
戸
ノ)

シ
ナ

□
□

(

シ
ン
ノ
シ
ヤ
□
□)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

思
兼
ノ
神
ノ

御
子
ン
太
力
神
ニ
テ

□
春
日
ノ

別
社
也

五
十
四

　
　

内

熱

熱

勢焈㔟

祠
神



－41－

　

ト
シ
テ
尾
張
ノ

國
愛

　

智
郡
ニ

奉
崇
也
各
四
社
四
將
軍
ト

現
玉
フ
先
ノ
宝
釼
ヲ

　

持
玉
フ
テ
玉
垣
内
國
邪
神
外
道
ヲ

意
ノ

儘
ニ

打
静

　

玉
フ
叓
皆
是
宝
釼
ノ

怒
爲
也
イ
カ
テ
カ
神
國
開

　

闢
ヲ
ヤ
今
末
代
ニ

至
ル
マ
テ
神
代
ノ
利
釼
ヲ

蒙
テ
國
土

　

豊
饒
ニ　

如
意
満
足
ト
舞
納
タ
ル
將
軍
花
舞
コ
レ

　

也

　
　

舞
数
終

　

享
保
九
歳
辰
ノ
拾
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

押
領
司
川
内

　

安
永
二
年

　
　
　
　

十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

押
領
司[

　
　
　

]

○
「
尾
張
國
」
は
現
在
の
名
古
屋
市
に
あ

　

る
熱
田
神
宮
を
指
す
。

○
享
保
九
歳
・
・
・
一
七
二
四
年

○
安
永
二
年
・
・
・
一
七
七
三
年

-

-

-

-

延
暦
噴
火

ツ
マ

(

八
百
カ)

ワ

サ

(

其
時
葉
カ)

(

ハ)

(

繰)

ウ
シ
ロ
ハ

サ

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也

(

事)

(

ノ)

(

国)

(

光
ヲ)

(

天　

地)

(

闇)

(

長)

(

判
読
不
能)

(

破
損)

(

コ)(

テ)

(

ナ
シ
日
月
ノ)

(

岩
戸
ノ)

シ
ナ

□
□

(

シ
ン
ノ
シ
ヤ
□
□)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

思
兼
ノ
神
ノ

御
子
ン
太
力
神
ニ
テ

□
春
日
ノ

別
社
也

五
十
四

　
　

内

熱

熱

勢焈㔟

祠
神



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年



『
神
楽
番
付(
仮
称)

』



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年
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（
前
段
欠
損
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
永
瀧
右
衛
門

一　

神
隨　
　
　
　
　

堀
之
内
與
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
馬
平
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

薗
田
宇
右
衛
門

一　

舞
揚　

　
　
　
　

宮
永
瀧
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

薗
田
宇
右
衛
門

一　

式
参
番　

　
　
　

押
領
司
直
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

薗
田
条
助

一　

大
荒
神　
　
　
　

押
領
司
正
右
衛
門

一　

地
割　

　
　
　
　

堀
之
内
半
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

若
松
隼
人

一　

飛
出　
　
　
　
　

竹
之
下
正
次
郎

○
現
在
行
わ
れ
て
い
る
「
舞
揚
」
は
一
人

　

に
よ
る
刀
舞
で
あ
る
。

-

-

-

-

延
暦
噴
火ウ

シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

春)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神



－46－

一　

高
幣　
　
　
　
　

薗
田
新
助

一　

金
山　
　
　
　
　

薗
田
宇
右
衛
門

一　

宇
治　
　
　
　
　

有
馬
兵
左
衛
門

一　

田
之
神　

　
　
　

有
馬
兵
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

薗
田
新
助

（
欠
損
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
之
内
与
兵
衛

一　

三
笠　
　
　
　
　

薗
田
伊
三
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
馬
藤
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
庄
右
衛
門

一　

陰
陽　
　
　
　
　

宮
永
瀧
右
衛
門

一　

龍
蔵　
　
　
　
　

宮
永
仲
右
衛
門

○
現
在
行
わ
れ
て
い
る
「
田
の
神
」
は
一

　

人
の
鬼
神
舞
で
あ
る
。

○
「
陰
陽
」
は
現
在
失
伝
。
唱
教
を
見
る

　

限
り
２
人
の
鬼
神
舞
と
推
測
さ
れ
る
。

-

-

-

-

延
暦
噴
火ウ

シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

春)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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（
欠
損
）

　

右
所
定
如
件

　

文
化
十
三
年
子
九
月
廿
九
日

○
文
化
十
三
年
・
・
・
一
八
一
六
年

-

-

-

-

延
暦
噴
火ウ

シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

春)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年



『
霞
神
社
御
祭
神
楽
次
第(

仮
称)

』



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年



－51－

　

申
三
月
三
日
御
神
樂
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
木
主
膳

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
永
多
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
内
主
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　

若
松
左
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
馬
右
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
永
隼
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
永
多
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

薗
田
兵
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　

薗
田
佐
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

薗
田
喜
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

若
枩
金
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
木
與
八
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
永
仙
太
郎

霞
神
社
御
祭
記
申
三
月
十
五
日
麓
村

　
　
　
　
　

薗
田
與
馬

○
年
不
詳

○
霞
神
社
は
、
現
在
の
高
原
町
後
川
内
地

　

区
に
あ
る
神
社
。
元
は
霞
権
現
と
言
い
、

　

文
化
一
二
年(

一
八
一
五)

に
藩
主
島

　

津
重
豪
に
よ
り
造
ら
れ
た
。

　

祭
祀
日
は
三
月
一
五
日
・
九
月
一
五
日
。

　

(

『
三
国
名
勝
圖
會 

巻
之
五
十
六
』)

-

-

-

-

延
暦
噴
火ウ

シ
ロ
ハ

サ

こ
ん

と
ん

(

郎)

一
言
主
神
ト
申
モ
此
神
也(

大)

(

松)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年



『
押
領
司
家
由
来(

仮
題)

』



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年



－53－

　
　
　
　

覚

　
　

押
領
司
對
馬
事
先
祖
代
々
伊
東
義
祐
領

　
　

真
幸
三
山
同
社
神
主
ニ

而

候
処
ニ

元
亀
元
年
庚

午

　
　

二
月　

嶋
津
兵
庫
頭
公
飯
野
御
住
城
之
時

　
　

参
上
吉
松
之
城
鎮
守
亀
岡
天
神
正
八
幡
宮

　
　

正
祝
子
被
仰
付
吉
松
之
内
霧
丸
居
住
仕
候

　
　

元
亀
三
年
壬

申

四
月
七
日
壬

戌

日
州
時
戦
是

　
　

時
忠
平
公
ヨ
リ

真
幸
三
ノ

山
伊
東
領
江

御
働
温
水

　
　

川
内
村
打
役
五
月
四
日
己

巳

伊
東
義
祐
軍
衆

　
　

真
幸
加
久
藤
江

働
候
其
時
伊
東
軍
兵
内
山
衆

　
　

去
川
役
人
柚
木
崎
丹
後
ヲ　

兵
庫
頭
忠
平
公

　
　

横
入
合
戦
ニ

而

飯
野
木
崎
木
原
御
自
身
打
取

　
　

給
ふ
丹
後
小
者
壱
人　

忠
平
公
江

相
向
処
ニ

　
　

押
領
司
五
郎
右
衛
門
御
側
江

有
合
之
故
弓
ニ

而

　
　

仕
留
申
処
ニ

竹
之
下
三
郎
右
衛
門
鑓
ニ

而

仕
先
手
之

　
　

あ
ら
そ
ひ
申
処
ニ

忠
平
公
ヨ
リ

鑓
与
里
弓
社
与

　
　

御
意
被
成
候
其
日
伊
東
軍
兵
伊
東
新
次
郎

　
　

同
氏
加
賀
守
子
息
源
四
郎
同
又
四
郎
一
門

　
　

弐
拾
五
人
以
上
百
三
拾
余
人
討
死
也
其
時

　
　

か
ひ
餅
田
与

申
処
ニ

五
郎
右
衛
門
雑
兵
壱
人
油
田
町
ノ

○
「
真
幸
」
は
現
在
の
え
び
の
市
、「
三
山
」

　

は
現
在
の
小
林
市

○
元
亀
元
年
・
・
・
一
五
七
〇
年

○
「
嶋
津
兵
庫
頭
」
「
忠
平
」
は
島
津
義
弘

○
「
亀
岡
天
神
正
八
幡
宮
」
は
現
在
の
鹿

　

児
島
県
湧
水
町
に
あ
る
菅
原
神
社
。
江

　

戸
時
代
は
亀
岡
天
神
社
。

　

(

『
三
国
名
勝
図
会 

巻
之
四
十
一
』)

○
元
亀
三
年
・
・
・
一
五
七
二
年

○
「
か
ひ
餅
田
」
は
現
在
の
小
林
市
に
あ

　

る
「
粥
持
田
古
戦
場
」

-

-

-

-

延
暦
噴
火

文
暦
噴
火

(

郎)

(

宕)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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弥
藤
兵
衞
与

相
打
仕
候
其
時
五
郎
右
衛
門
名
ヲ

早
左
衛
門

　
　

と
被
下
候
天
正
四
年
丙

子

八
月
十
九
日　

兵
庫
頭
公

　
　

伊
東
之
領
地
高
原
を
せ
免
給
ふ
大
守　

　
　

義
久
公
者
高
原
之
内
迫
田
木
場
御
着
陳

　
　

北
郷
時
久
者
耳
付
ニ

着
陳
也
御
方
軍
兵

　
　

者
壱
夲
柊
ニ

衆
集
鎮
守
之
坂
之
様
ニ

向

　
　

兵
庫
頭
公
温
水
之
道
筋
ひ
が
し
の
様
押
領
司

　
　

早
左
衛
門
御
案
内
申
上
鎮
守
之
宮
江

御
腰
ヲ

　
　

御
掛
被
成
候
其
日
両
門
栫
打
破
矢
留
り

候

　
　

同
廿
二
日
城
御
受
取
同
日
ニ

三
ノ

山
須
木
名
佐
木

　
　

伊
東
義
祐
被
於
候
同
廿
八
日
陳
拂
小
林
迄

　
　

送
吐
氣
高
原
茂

同
日
ニ

役
者
川
田
駿
河
守

　
　

な
り
然
処
ニ

高
原
之
城
茂

下
城
ニ

而

御
悦
喜

　
　

被
遊
候
御
案
内
申
上
候
忠
ト　

高
原
東
霧
嶋
神
社
之
神
主

　
　

右
早
左
衛
門
給
候
ニ

付
親
對
馬
神
主
相
勤
早
左
衛
門
ハ

　
　

吉
田
赤
花
ニ

役　

忠
平
公
江

奉
公
其
時
之

　
　

高
原
地
頭
上
原
長
門
天
正
五
年
十
二
月
八
日
福
永

　
　

丹
波
一
乱
之
時
ノ

地
頭
な
り
天
正
十
五
年
地
頭

　
　

山
田
理
庵
代
東
霧
嶋
并
ニ

鎮
守
大
明
神
神
主
ハ
惣
領
五
郎
右
衛
門
へ

　
　

相
渡
親
對
馬
吉
田
へ

罷
移
居
住
仕
候
其
時
下
者

○
天
正
四
年
・
・
・
一
五
七
六
年

○
「
温
水
」
は
現
在
の
小
林
市
岩
瀬
付
近

　

に
あ
っ
た
村
。

○
「
鎮
守
之
宮
」
は
現
在
の
高
原
町
大
字

　

西
麓
に
あ
る
鎮
守
神
社

○
「
吉
田
赤
花
」
は
不
明
だ
が
、
押
領
司

　

氏
が
社
司
を
務
め
た
天
満
宮(

現
在
の

　

え
び
の
市
の
菅
原
神
社)

か
。

　

(

『
三
国
名
勝
図
会 

巻
之
五
十
二
』)

○
天
正
五
年
・
・
・
一
五
七
七
年

○
天
正
十
五
年
・
・
・
一
五
八
七
年

-

-

-

-

延
暦
噴
火

文
暦
噴
火

(

郎)

(

判
読
不
能)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神
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慶
長
六
年
八
月
比　

兵
庫
頭
入
道
惟
新
公

　
　

加
治
木
へ

被
成
御
座
候
聞
早
左
衛
門
参
上
仕
候
而

　
　

惣
御
國
名
を
淡
路
と
被
下
候
其
時
亀
沢
村

　
　

四
社
岡
松
四
社
之
神
主
御
天
神
宮
權
祝
子
ヲ

　
　

淡
路
江

被
下
候

　
　
　

慶
長
七
年
壬

寅

三
月
吉
日
書
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

押
領
司
淡
路

○
慶
長
六
年
・
・
・
一
六
〇
一
年

○
慶
長
七
年
・
・
・
一
六
〇
二
年

-

-

-

-

延
暦
噴
火

文
暦
噴
火

(

郎)

但
寺
燒
失

脇
坊

私
云
事
跡

似
二

泰
澄
事
一

第
二
世

宮
田
七
良
兵
衛　
　

永
濱
五
郎
兵
衛

森
山
後
五
兵
衛

祝御

祠
神



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年



『
幣
之
切
紙
集
』



ミ

年
号
替
ル

東

(

主
カ)

士
中
以
下

右
同
断

但

(

異)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異
・
國
ヌ
ケ)

(

異)

十廿

神

地
頭
名
ラ
イ
ン

(

憐
愍
カ)

(

者)

せ
ん

(

頑)

(

ル)

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし

替
無
之
候

慶
應
四
年
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寛
永
拾
計
癸
酉
十
月
吉
日　

正
祝
對
馬
守

　
　
　
　
　
　

一
流

　
　

幣
之
切
紙
集

（
空
白
）

　
　

七
百
余
尊
胎
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